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 １．議事日程（平成28年第２回北広島町議会定例会） 

平成２８年６月１４日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

於 議 場 

日程第１        一般質問 

 

一般質問 

 ≪参考≫ 

藤 堂 修 壮 どう生かす 中小企業・小規模企業振興基本条例 

中 村 勝 義 危機管理対策を問う 

地域農業活性化支援事業交付金 見直しは 

中 田 節 雄 やさしい行政の窓口対応とは何か（書類編） 

やさしい行政の窓口対応とは何か（子育て支援編） 

森 脇 誠 悟 千代田運動公園の競技場フィールドを人工芝にできないか 

特別職（非常勤含む）報酬審議会の設置が必要ではないか 

大 林 正 行 障害者差別解消法施行に伴う町の施策と今後の障害者支援策を

問う 

宮 本 裕 之 健康寿命延伸のための３大疾病予防及び禁煙促進を問う 

 町営・町有住宅の維持管理と今後の住宅計画を問う 

 

 ２．出席議員は次のとおりである。 

 

 １番 真 倉 和 之  ２番 中 田 節 雄  ３番 久茂谷 美保之 

 ４番 藤 堂 修 壮  ５番 梅 尾 泰 文  ６番 森 脇 誠 悟 

 ７番 柿 原 徳 則  ８番 室 坂 光 治  ９番 中 村 勝 義 

１０番 伊 藤 久 幸 １１番 浜 田 芳 晴 １２番 藤 井 勝 丸 

１３番 蔵 升 芳 信 １４番 田 村 忠 紘 １５番 美 濃 孝 二 

１６番 大 林 正 行 １７番 宮 本 裕 之   

 

 ３．欠席議員は次のとおりである。 

 

な し      

 

 ４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 空 田 賢 治 教 育 長 池 田 庄 策 

芸北支所長 成 瀬 哲 彦 大朝支所長 清 水 繁 昭 豊平支所長 多 川 信 之 

危機管理監 五反田   孝 総 務 課 長 古 川 達 也 財 政 課 長 信 上 英 昭 

企 画 課 長 畑 田 正 法 税 務 課 長 西 村   豊  福 祉 課 長 清 見 宣 正 
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保 健 課 長 福 田 さちえ 農 林 課 長 藤 浦 直 人 商工観光課長補佐 沼 田 真 路 

建 設 課 長 砂 田 寿 紀 町 民 課 長 坂 本 伸 次 上下水道課長 浅 黄 隆 文 

消 防 長 田 辺 弘 司 学校教育課長 石 坪 隆 雄 生涯学習課長 佐々木 直 彦 

会計管理者 畑 田 朱 美 国土調査事務所長 林   秀 治   

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員 

  議会事務局長  松 浦   誠    議会事務局  田 辺 五 月 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午 前 １０時 ００分  開 議 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） おはようございます。ただいまの出席議員は１８名です。定足数に達してお

りますので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付し

たとおりです。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議長（加計雅章） 日程第１、一般質問を行います。質問時間は３０分以内とします。また答弁

においても簡潔に行ってください。質問の通告を受けておりますので、登壇してマイクを正面

に向けて、一般質問を行ってください。４番、藤堂議員の発言を許します。 

○４番（藤堂修壮） ４番、藤堂修壮でございます。どう生かす 中小企業・小規模企業振興基本

条例について質問をいたします。この条例は、本定例会に提案されている件でございます。中

小零細企業の先行き不透明感や長引く景気の低迷に伴い、この質問をいたします。日本経済は、

緩やかに成長に向かい、アベノミクス効果があらわれつつあり、デフレ脱却に向かうと報道が

よくされております。大都市における企業の動向と中山間地域に拠点を置く中小零細企業とで

は、その実感に格差があります。中でも北広島町の小規模事業者は、その恩恵には届きにくく、

経済成長を肌で感じることは、いまだ至っておりません。地域力の減退は、人口減少を引き起

こし、その結果、地域経済は弱体化し、加えて、集落や地域全体の体力を奪い、徐々に機能し

ない方向へと流れてまいります。経済センサスデータによると、北広島町の小規模事業者数は、

平成１９年４月に１０３４あった事業所が、平成２７年４月には８７７事業所となり、８年間

で１５７事業所が倒産や廃業をしております。平均で毎年１９．６事業所の減少となっており、

このまま進むと、今後のまちづくりや事業形態に大きな影響が生じ、厳しい事態になることは

目前であります。しかも平成２７年末現在の商工会入会業者数は１０４２業者で、その８５％

が小規模事業者であります。現状の厳しく苦しい中に地域や集落の下支えと活性化にひたすら

歩みを続けております。北広島町には企業進出はありますが、これまで地域に根差した商店や
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事業所の営みも、町にとっては大きな役割があると考えます。時代が変わり、一昔の事業運営

の考えでは通用しない時代でもあり、新しいアイデアや研究により地域経済の模索や振興が問

われております。そうした中、北広島町として、中小企業・小規模企業振興基本条例が提案さ

れることは、時期を得た意義ある提案であり、地域経済の発展と経済振興のため、そして北広

島町活性化に大いに歓迎される条例と考えます。この条例が真に、まち・ひと・しごとに生か

され、町の発展に結びつかなくてはなりません。その願いを込めまして、幾つかの質問をいた

します。まず、１点目は、条例制定は、実行主体、これは町にありますが、その責務について

お伺いをいたします。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） ご質問いただきました当該条例における町の責務について、商

工観光課からお答えさせていただきます。この基本条例は、町内の中小企業・小規模企業の成

長及び持続的発展が図られるよう、総合的な施策を推進し、町民、事業者、経済団体及び町が

相互理解を深め、町民の暮らしと調和した地域産業及び地域経済の発展を促し、もって住民生

活の向上を図ることを目的としております。中小企業や小規模企業に対する総合的な施策につ

いて明文化することにより、より振興を図っていくものでございます。町の責務につきまして

は、まず、１点目として、経済や社会情勢の変化に対応し、基本方針や基本施策にのっとった

施策を推進するとともに、国や県に対する施策の要望、２点目として、中小企業・小規模企業

への資金、人材確保への配慮、３点目として、中小企業・小規模企業の受注機会の増大を条例

で定め、関係機関と連携して取り組みを進めてまいります。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 責務、今ご説明をいただいたとおりであります。大切なのは、この責務を実

行するに当たり、どれぐらいな小規模事業者の把握ができておるかおらんかということが大切

だというふうに思いますが、ちょっと事例を挙げますと、東京の墨田区で、１９７９年にこの

基本条例が制定をされておりますが、その制定をする２年前から、区の職員、要するに係長級

以上が２年間かかって、中小零細企業を訪問して、目で見て耳で聞いて調査をした。自分たち

の要するに自治体の中にある中小零細企業者の把握をしたということです。そこで、この北広

島町における、さっきも言いましたが、８３％が零細企業です。それの把握はどれぐらいでき

ておるのか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） 小規模企業者の把握でございますけども、商工会のデータで、

議員先ほどおっしゃいましたとおり、８７７という数字を把握しております。以上でございま

す。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 問題は、その中身が問題になってきます。中身というのは、要するに業者の

今実態ですね。そういうことが問題になってきます。ここがしっかりつかめてないと、さっき

質問しました責務もなかなかそこへいかない。絵に描いた餅になってしまう可能性があるわけ

ですが、今後、その実態の調査はどのように考えられますか。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） 今後、実態調査につきましては、条例の中で、北広島町の産業

振興会議を設置をするようにしております。その中で、各団体のご意見をお伺いし、実態調査
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等も進めてまいりたいと考えます。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） わかりました。その会議を通じてするということでありますが、その件につ

いては、また後ほどお伺いをいたしたいと思います。もう一つは、この商工業、中小企業、あ

るいは小・零細企業がいろんな業種がいっぱいあるわけであります。町が業者を今どれぐらい

利用しておられるか。その現状をお伺いをしたいというふうに思います。特に零細企業の場合。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） 実態把握しておりません。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 実態把握というか、例えばコピー用紙であるとか、いろんな必要品等々ある

と思うんです。その行政として必要なものがあると思うんですが、それは全く、今、北広島町

のそういう業者からは入れてないということですか。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 物品に対する町としての発注状況というご質問だろうと思います。ご承

知のように、２年に１回指名願というものを町のほうへ出していただいた業者さんから指名の

ほうさせていただいて、納入等はしていただいているのが現実です。一つ基本的な部分でござ

いますけれど、今のコピー用紙等々の消耗品につきましては、必ず町内業者を優先して、納入

するように学校なり、発注の機関のほうへ指導のほうは常にしております。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 一つは安心しましたが、要は、そこら辺も今後考えていく、条例を中心に考

えていく大きな要点になっていくのかなという思いもしておりますが、これまた後ほど話をし

たいと思います。次に、この条例をつくって、零細企業、特に零細企業が非常に今厳しい状態

にあるわけですが、その声が条例をつくることによってどういうふうに届いていくのか、これ

をお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） ご質問のありました地域零細企業の声が届く場になるのかとい

うご質問でございますが、事業者の皆様方の意見反映が可能になるよう、町民、事業者、経済

団体及び町で構成する北広島町産業振興会議を設置し、その会議において、事業者及び経済団

体の代表の方を通じて、地域零細企業の方のご意見を踏まえながら、施策等の実現に向けて取

り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 先ほども話に出ましたが、産業振興会議、これ非常に大切なことだというふ

うに思いますが、その構成が、さっきも答弁がありましたが、町民、それから事業者、それか

ら経済団体、経済団体というのは商工会のことだというふうに思いますが、町民と事業者、ど

ういうふうな選択をされるのかお伺いします。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） 町民につきましては、例えば女性会の代表の方であるとか、そ

ういった方を想定をしております。事業者につきましては、商工会等と今後協議いたしまして

選定させていただきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 
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○４番（藤堂修壮） 要するにそれぞれの団体の方々、町民の皆さんのその範囲はどれぐらいにな

るかということ、まだわかりませんが、そういう団体の方のということですね。それから事業

者も、これまた、すごい幅広いものがあるわけなんですが、これらのローテーションでやるの

か、それともどういうふうな形でやられるのか、これ、今から考えられることなんですか。そ

れとも、ここに名前が上がっている以上は、こういうふうな形で事業者を選ぶよということも

頭にあるのかないのか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） 設置要綱を今後検討いたしまして、これから、今後検討させて

いただきます。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 会議をやられるんですが、これは定期的にやる予定なのか、それとも必要が

生じたときにやられることなのか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） 当然定期的に開催するほうが施策を推進していく上で必要と思

われますので、そういった方向で進めさせていただきたいと思います。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 非常にいいことだと思います。やっぱり、それを会議をすることによって、

何が問題なのかということを把握をせにゃいけんし、それを解決をしていかないけんというふ

うに思うわけですが、この会議の、これから設置要綱つくっていかれるということであるんで

すが、要は中身が非常に問題になってくるというふうに思うんですが、これは大まかな話、問

題点を解決するような会議にするのか、それとも振興の条例なんで、今後、先にこういうふう

な目標をつくって、ここにこういうふうに目的に達せるような方向でいこうというふうに考え

られるのか。どちらですか。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） そういった問題も含めまして、ご意見をその会議の中で伺い、

必要な施策等を取り組んでいくというふうに考えております。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 次に、今、条例を提案をされておるわけですが、これが町の条例である。そ

れを事業者は、それを活用していかなくてはならない。そこに非常に大きな輪ができてこんと

いけんのだろうというふうに思うんですが、考えてみれば、いろんな産業というか、業種があ

るわけです。これをもちろん業種間のこともありますし、それから、それをつくっていく環境

のこともありますし、そういうことをリンクする必要があるんだろうというふうに思うんです

が、例えば福祉の関係、福祉産業だってあるわけですし、そういうことをリンクしていく必要

があると思うんですが、その考えはいかがですか。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） 中小企業・小規模企業等が主体的に取り組まれてまいります活

動に対しましては、町も関係機関と連携して施策を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 一番最初も言いましたが、業種のいろんな把握、あるいは内容、こういうこ
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とをきちっとわかっておっていただかんと、なかなか、さっき言いました産業振興会議の中で

も、そういうことも出てくると思うんですが、これらの内容把握をすれば、じゃあ町に今持っ

ておるものが、こういうふうな活用で零細企業に仕事が与えられるんじゃないかなということ

だってあるというふうに思うんです。ですから、要は把握をしてもらうということが非常に大

切になってくると思います。例えば、いろんな業種があります。農林業もあり、製造業もあり、

卸もあり、小売りもあり、いろいろあるわけです。商工会としては業種はそういうことがあり

ます。それから一方、町の施策としては空き家の対策もあります。それから農地の放棄地の問

題もあります。さっきも言いました福祉の関係もあります。これらをリンクしていかないけん。

そういうふうに思うわけですが、その方向性というのは、今考えておられますか。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 町が行っております企業支援でありますとか各事業、いろいろございま

す。現在、長期総合計画も立てている段階でありますし、総合戦略というものも昨年度つくら

せていただきました。大きな方向を持って、町の行政を進めてまいりたいと思いますけども、

今議員申されましたとおり、それぞれの部署で、それぞれの施策を持っております。これをリ

ンクさせながら、お互いに成果が出るような関係を持ちながら進めていく必要が当然あると思

っております。今、個々で政策を、いろんな計画を立て政策を実施しておりますけども、そこ

ら辺をこの機会に、また、いま一度洗い直して、各部署、縦割り行政にならないような情報連

携をとりながら、情報共有をとりながら、そういうものまとめたもので、できれば定期的にそ

こら辺の確認ができるような会議、例えば今思ってることですけども、月に１回ほど管理職会

議というものを行っております。ここは情報連携の場でございますので、ここでも重要施策に

つきましては、進捗状況でありますとか方向性でありますとか、そこら辺の情報共有の場にも

なり得るというふうに思っておりますので、そういうものも活用しながら、町全体で推し進め

ていけるように努めてまいりたいと思っております。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） ぜひそういう考えで進めていただきたいというふうに思います。この条例の

中に入ってお伺いをするんですが、条例の中に、それぞれの目的を達成するのに、それを支援

するということが、第４条ですが、この支援が１３項目あって、支援と書かれているのが数多

くあります。これ全部の説明は要りませんが、この支援というのは、どういう意味合いで支援

をするというふうにお考えですか。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） 基本施策の内容につきましては、基本方針に掲げております中

小企業・小規模企業の振興は、みずからの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、その特性

に応じた総合的な施策を町民、事業者、経済団体及び町の連携と共同のもとに一体となって推

進することを基本といたします。第４条では、１３の施策項目を掲げており、既に取り組んで

いる施策もありますが、新たな施策につきましては、北広島町産業振興会議で協議してまいり

ます。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 会議の中でいろいろ進めていくということでありますが、やり方というか、

その考え方によっては、いろんな方向性が出てくるんだろうというふうに思いますが、この支

援が、町が支援をするのか。あるいは、どこかに委託ではないですけれども、それをゆだねて、
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極端な話が商工会、経済団体にゆだねて、それがやるのか、そこら辺はどうですか。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） それぞれの主体が役割を明確にして、それぞれの立場で支援を

していくという方向でございます。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） わかりました。もう一つは、この条例が、要は共通した認識の中に物事が必

要ではないかなという思いがいたしております。先般、ある若い人の会議を行いました。その

ときにいろんな話が出てきたわけでありますが、やっぱり企業が思っておる思いをいろいろ相

談をすることが今からいっぱい出てくるんだろうと、この条例をもとに出てくるんだろうとい

うふうに思いますし、現状もそういう相談にもいっぱい行政のほうにも来ておっていただくん

だろうというふうに思いますが、相談に来たが、相談に乗ってもらえなかったという話があり

ました。これは、ちょっと事例ですので報告をしますが、事業の規模を拡大と新事業への相談

の思いを持って県のほうに行ったと。事業は、町内であり、身近な自治体で相談するように県

のほうから指導があり、必要書類をもらって、町の企画課のほうに相談に行ったと。ところが

窓口は、地方創生に関するハード事業はない。方法はないとの答えであったと。これは北広島

町はやることでもないというふうに言われたと。相談者は、水産業の関係の職業であったんで

すが、北広島町には水産業はないという返答もあった。要するに取り合ってもらえなくて、ま

た再び、県のほうに今相談中だということでもあります。相談者は、町の取り扱いが非常にこ

れまずいという思いを持っておられます。町の活性にこれつながるんかなという非常に残念な

気持ちを持っておられるんですが、こういう事実はあったんですか。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 今、お話のありました事案でございますけども、このお話をいただいた

ときに、うちのほうで、内部での確認をいたしました。確認した結果でございますけども、今

申されましたように、事業展開するために事業者の方が相談に来られたということで、地方創

生の関係で何かないかということで相談でございましたので、企画課のほうで対応させていた

だきました。まずは、今申されましたように、地方創生の中で合致するような補助であります

とか支援がメニューとしてないということで、お話をさせていただきましたけども、その話の

流れの中で、国の関係の補助金制度の活用は何かないかとか、農林課を通して、県にそこら辺

の紹介をさせていただきました。ただ、その場で、来られた方の思いに合致するようなものが

なかったということで、また、情報収集して、後日お話をしましょうということで、お別れを

したということでございますけども、これにつきましては、職員２名で、約１時間余りお話を

させていただいたということでございます。結果として、思いのところがなかったということ

と、ご本人がこの対応につきまして、もう不愉快な思い、あるいは憤りを感じておられるとい

うことでございます。これは結果として、そういうことがございますので、このことにつきま

しては真摯に受けとめさせていただきまして、再度またご本人とお話をさせていただいて、事

業の展開はもちろんですけども、対応につきましても、改めるべきところは改め、取り組むべ

きところは取り組んでまいりたいと思います。また、先ほど申し上げましたけども、窓口につ

きましては丁寧な対応はもちろんでございますけども、各部署が縦割りにならないような体制、

各部署が連携をして情報共有も行いながら、幅広い対応ができるように職員も考え、努めてま

いりたいと思っております。 
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○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） そこら辺が今、課長最後におっしゃいましたが、要は、縦割りがあっては、

この条例成り立たんのではないかというふうな思いがします。と言いますのは、さっきからず

っと言っておりますが、どうやってリンクして、庁舎というか、行政の中の仕事の部分、ある

いは業者の仕事の部分、こういうものをどうやってリンクしていくのかということも含めて、

これ縦割りというのは非常に弊害になってくるんだろうというふうに思います。この条例を進

行させていくのに、やっぱり情報をお互いがどこの課も共有しておく必要があるんだろうと思

いますが、今後、これも何回、こういうくし刺しの行政が必要じゃないかということも何回も

言ってきましたが、今後、この条例を制定することによって、これをどういうふうに横の連携

をとっていくのか、これ副町長どういうふうなお考えですか。 

○議長（加計雅章） 副町長。 

○副町長（空田賢治） この中小企業の制定の目的が一番最初の答弁でもありましたように、いろ

んな主体が協力し合って、大変難しい問題であります。この中小企業の振興、簡単にできるも

のではないと思います。パイを増やしていくということもありますし、共通であることによっ

て、コストを減らしていくということ、企業のほうは。ただ、一方で、企業同士というのはラ

イバルというのもありますから、そこら辺も含んでおいて、みんなで協力してやっていこうと

いうこと、その中に町も主体的にやっていこうという決意を述べた条例であります。その決意

を述べている町の中が、そういう一体感がとれてないということは非常に問題でありますので、

先ほど企画課長が答弁しましたように、毎月１回の幹部会議において、いろいろ情報交換、情

報収集、伝達をやっていくとともに、日ごろの行政の中において、この中小企業の振興とか、

そういったものが、もう根底にあるんだということを意識してできるような、その意識啓発に

ついてもやっていくと。どのような取り組みに対しても、この中小企業の振興ということを根

底に置くというような取り組みができないか、そういう方法を検討してまいりたいと思ってお

ります。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 条例ができることによって、お互いがその方向性、いい方向性が生まれてこ

にゃいけんわけなんで、そういうことにぜひ力を入れてほしいというふうに思います。行政だ

けが、条例つくったから、こうだよこうだよという、責任があるよということだけでもありま

せん。事業者もやっぱり取り組みも考えたり変えたりしていく必要がありますが、さっき答え

もいただいたように思いますが、これらの取り組みの総合性、要するにどうやって、これから

進めていくのかということも非常に大切であります。事業者と行政の役割、そういうことにつ

いてお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） 事業者の考えや取り組みも変わらなければならないが、町との

相互性はというご質問に対しまして、商工観光課からお答え申し上げます。町民、事業者、経

済団体等及び町がそれぞれの役割を認識しまして、相互理解を深め、連携を図りながら、中小

企業・小規模企業の振興に努力してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） そのために、前に進めるためには、さっき会議の話もございました。みずか

ら考えて、こういうところは直していかにゃいけん、あるいは、こういうことを勉強せにゃい
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けんということもいっぱい生まれてくると思います。研修であるとか勉強会、要するにセミナ

ー含めてそうですが、これの指導とか進め方、これらはどういうふうに今のところではお考え

ですか。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（沼田真路） そういった支援につきましては、商工会、県、国等々と連携し

て、そういった事業、支援施策を研究させていただいて、助言等していきたいと考えておりま

す。以上です。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 最後の質問になるんですが、国の中小企業基本条例では、旧の条例が、地方

自治体は、小・零細企業の要望を聞くことは、国の下請機関の役割であった。要は、自治体が

企業の利益のために昔は動くことはタブーであったということがありました。ところが１９９

９年に改定された中小企業基本法では、地方公共団体の責務として、中小企業に関し、国との

適切な役割分担を踏まえて、地方公共団体の区域の自然的、経済的、社会的諸条件に応じた施

策を策定、実施する責務を有したというふうに変わったわけであります。要は、地域の中小企

業者に対して、地域に合った施策を策定して実施する責務が生じてきたということであります。

そこで、先ほども言いましたが、非常にこの条例、時期を得たものであるというふうに思いま

すが、町長は、この振興基本条例をどのように生かしていかれるおつもりか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 昨年、総合戦略を策定をしたわけでありますが、基本的な考え方としては、

町内のいろんな組織、企業も含めて、行政も一体となって連携して進んでいこうと、地域の活

性化を図っていこうという考え方であろうというふうに思っております。今回、中小企業・小

規模企業の振興や支援に関する事項が基本条例という形で明文化されことにより、町民、事業

者、経済団体及び町がそれぞれの役割をこの条例で明確にしましたので、それをお互い果たし

ながら、協働して効果的な施策を展開し、産業地域経済活性化の促進、それから住民生活の向

上を図っていきたいと考えておるところであります。町としても、現在、財政支援も含めて、

こういった取り組みもしておる部分もございますが、財政支援以外でもいろんな取り組みが可

能になってくるというふうに思っておりますので、その辺を、この条例でうたってありますよ

うに産業振興会議を設置し、十分議論し、知恵を出して、商工会が取り組んでおられる経営発

達支援計画、これとも連携しながら進むことができたらというふうに思っております。いずれ

にしても、こういった取り組みにより、地域経済が活性化していけばと考えておるところであ

ります。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） 今、町長答弁いただきましたが、要は、今も経済的な支援であるとかいうこ

ともあるわけであります。今、この北広島町だけじゃないというふうに思いますが、非常に中

小零細企業が、あるいは中小企業もですが、悩んでおるというのは、公共事業、これが激減を

してきております。要は、そういうところに仕事を得て、それで地域の形成というのが成り立

ってきておったわけですが、これが今、形が変わってきつつあります。そういうことを含める

と、この条例に対するもの、支援というのはいっぱいあるわけですが、やっぱり公共事業が柱

になることが大きな力にもなるわけであります。ここら辺の進め方、考え方をお聞かせを願い

たいと思います。 



 

- 30 - 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 公共事業についての考え方でありますけども、町独自の公共事業もあります

けども、ウエート的には少ないと思っております。財政的な部分もありますので、県、国に依

存するところはかなり大きいものがあります。全体としては減少傾向になってきておるという

ふうに感じておりますけども、今、いろんな分野で長寿命化等叫ばれておるわけでありまして、

そういった管理、長寿命化といった面での公共事業というのはもっともっと増えていかなけれ

ばならないというふうに思ってます。そういった面で、これまでも県、国のほうにも要望して

きておるところでありますけども、これまで以上に要望してまいりたいと考えております。 

○議長（加計雅章） 藤堂議員。 

○４番（藤堂修壮） ぜひ、町単独というのも、非常に今町長おっしゃったとおりですが、難しい

面もあります。国の事業、あるいは県の事業もあるわけであります。それから、農業、あるい

は林業含めて、さっきから何回も言っておりますが、事業を考えれば、いろんなことができる

んだろうというふうに思います。この条例通じて、元気な町ができていくことが一番大きな目

標といいますか、そこに到達せにゃいけんことだというふうに思いますので、期待をして、私

の質問を終わります。 

○議長（加計雅章） これで藤堂議員の質問を終わります。暫時休憩をいたします。１１時より再

開をいたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １０時 ４７分  休 憩 

 

午前 １１時 ００分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 再開をいたします。次に、９番、中村議員。 

○９番（中村勝義） ９番、中村、さきに通告しております大綱２問について、一般質問を行いま

す。まず、１点目は、危機管理対策を問う。危機管理対策の共通課題は、起きたらどうするか

も大切でありますが、備えあれば憂いなしの格言があるように、常日ごろから、起きないよう

な手だて、未然に防ぐ対策こそが肝要であります。このことから、防災は備えが第一といわれ

るゆえんでもあります。それでも、日本に安心と言い切れる場所はどこにもなく、特に近年は、

異常気象により、極めて短時間での集中豪雨の頻度は増加傾向にあり、時間単位の雨量も記録

的といわれるケースが目立ってきており、さらに、今は梅雨期に入り、災害リスクもより高ま

っております。昼夜を問わず、いつ、どこで発生するかわからず、ピンポイントでの予測は難

しいとされております。自治の精神は、地域住民の身体はもとより、尊い生命、財産を守るこ

とであり、想定外だったと片づけてしまうことは許されません。そこで、自治体として、行政

運営上全般における危機管理対策について、次の３見地から伺います。まず、１点目は、組織

として、事業事務執行上の観点からの危機管理としてお伺いいたします。町長以下強いリーダ

ーシップのもとで、日々厳格な職員教育を進められておられるにもかかわらず、先日、残念な
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結果が新聞報道され、この懲戒処分もされておりますが、その後の改善策等についてお伺いい

たします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 新聞報道のございました２つの事案につきまして、懲戒処分２名、文書

による訓告を１名行ったところでございます。それぞれの処分後の改善についてでございます

けれども、まず、１件目の農林課の関係でございますが、関係法令等に沿った事務処理を行っ

ていなかったこと、公務員としての公平、適正な事務を遂行する意識が希薄であったこと、事

務が担当者任せとなっており、組織としての進行管理ができていなかったこと、これらのこと

を問題点として捉えております。今後につきましては、定期的な職員の面談を行い、業務の進

捗状況や課題を常に把握し、早期に解決を図る。２点目といたしまして、定期的に課内及び係

内会議を行い、日ごろからの報告・連絡・協議・相談など、基本的なことを習慣づける。３点

目といたしまして、事務処理のマニュアル化や主の担当、副の担当など複数担当者制の確実な

実行、事務の共有化、共通化を行うこととしております。また、２つ目の会計室におきまして

は、まず、１点目といたしまして、事務の形骸化と、思い込みによる事務作業を行っていたこ

と。組織としての確認作業を怠ったことなどが問題点として挙げられております。今後につき

ましては、平素の事務に緊張感を持って執行に当たること。支払い日の把握が容易になるよう、

年間支払い予定表を常に確認する。３点目といたしまして、支払い日について、会計室及び担

当課双方での確認をする。４点目といたしまして、財務システム等で、支払い日を確認した後

に振込通知を発送する。こういうことによりまして、今後は同様の事案を発生させないよう、

組織としての取り組みの中で、緊張感を持って事務執行に当たっていきたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 今回の事故を一応原因究明なり、あるいは内部での検討踏まえて未然防止に

努めるということで、それぞれ具体的な回答もいただきましたが、それぞれ職員が自分の持っ

ている仕事は、どうしたらこれが完成するか、目的はどこかというような、それぞれの仕事の

理解を深めていただきまして、日々精励されまして町民の負託に応えていただきますように、

よろしくお願いいたします。２点目ですが、この２月、体育の授業で、スキー中の女子児童の

死亡事故が発生しましたが、これ以外にも野外キャンプ等も考えられますが、屋外学校事業で

の安全対策はどのような考えで取り組まれますか。 

○議長（加計雅章） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） スキー教室など野外学校教育の安全対策はということでございます

が、平成２８年２月２日に起きました芸北小学校のスキー教室での死亡事故により、大切な子

供さんの命を失いました。学校管理下で死亡事故が起こったことに対しまして、教育委員会と

して重く責任を痛感しております。この事故を受けまして、教育委員会は、子供の命を守るこ

とを教育活動の根幹に置き、安全教育や安全管理の徹底を図り、再発防止を図るため、５つの

安全対策を行いました。１つ目でございます。芸北小学校スキー事故検証委員会を立ち上げま

した。今後、事故の原因や問題点の検証、児童等の事故防止及び安全管理等の改善策を検討し、

事故防止策を提言いただき、これに基づき、芸北小学校並びに各学校のスキー教室について、

見直しを図ってまいります。２つ目でございます。学校管理下における事故防止に係る町内で

統一したチェック票を体育的授業、教科、野外活動、登下校、部活動、施設等２２項目にわた
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って作成し、日常的にチェックを行っております。３つ目でございます。部活動の安全送迎と

休養日の見直しを行いました。部活動は、顧問の教員の負担を軽くし、生徒にとっても部活動

以外の多様な体験ができるように、土曜日、または日曜日のいずれか一日を休養日にすること

としました。４つ目は、夏休みの水泳の監視体制の強化でございます。これは従来どおり、保

護者の皆様には、学校から監視のお願いをしますが、さらに１名の監視者を置き、監視体制の

強化を図ります。５つ目でございます。交通安全指導の徹底でございます。中学生の登校時の

自転車の乗り方、また小学生の自転車に乗るときのヘルメットの着用の徹底など図るよう、各

学校へ指導しました。以上、５点の学校管理下での安全管理の見直しと徹底を行いました。以

上でございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 今回の事故で、安全教育の徹底を図るということで、５つの取り組み等の説

明もございましたが、その中で、スキー教室の見直しという１点がありましたが、この北広島

町は、冬は特にスキーはなくてはならないといいますか、大きな教材の一つと捉えるときに、

このスキー教室を含めた冬の授業を廃止するということはあってはならないことでありますの

で、この辺について、スキー教室の見直しという形の中で、どういう取り組みがなされるのか

なということと、夏場のプールにしても、監視員をつけるということですが、ここの監視員も

父兄の１人の上にその上にもう１人つけるということですが、その父兄の監視員さんの責任と

いうのがどこまで責務があるんかというときに、その辺のところをある程度当番制でやられる

父兄の方へも徹底しとかんとやれんのじゃないかと思いますが、この辺についての周知の方法、

あるいは事故防止の対応について、今、夏までにどのような取り組みをされるのか、ちょっと

お聞きいたします。 

○議長（加計雅章） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） まず、スキー教室の件でございますけども、町内小中学校のスキー

教室の実施については、多くの子供たちが楽しみにしており、教育委員会としましても、町の

地域特性を生かした大切な教育活動の一環だと考えております。検証委員会を立ち上げまして、

再発防止に向けて、芸北小学校初め全ての教育活動の安全の徹底を図ってまいりたいというふ

うに考えております。それから次に、水泳の監視の件でございますけど、これにつきましては、

監視者を１名増やすというふうに説明をさせていただきましたが、これにつきましては、学校

の校長先生のＯＢをお願いをしまして監視等の強化を図っていきたいというふうに一つ考えて

おります。それからもう１点でございますけども、夏休みのＰＴＡの際に監視のマニュアル等

をきちっと配らせていただきまして、それのご説明をさせていただいて、監視の徹底を図って

いきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 次の３点目ですが、運転免許証を含め、各種有資格証の確認と、職員として

の言動等、日常業務遂行上のモラル、コンプライアンスについて、この徹底をお聞きいたしま

すが、よその事故としては、運転免許証も切れておったとか、あるいは停止であったとかいう

部分、あるいは資格証があると思ったが、なかったというような形での事故も実際に発生して

おります。この辺についての管理についてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 通告をいただいております職員のモラル、コンプライアンスの徹底はと
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いうところでご答弁させていただきますけれども、まず、公務員は全体の奉仕者として公共の

利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げて専念しなければならないこと、ま

た、法令を遵守し、職務を遂行しなければならないとされております。職員は、誰に言われる

までもなく、勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責の遂行のために用いることは当然

のことでございます。これらのことについて、平素の事務執行において、常に意識しつつ、職

員研修などに積極的に参加をさせるなど、職員の意識改革を図ってまいりたいというふうに考

えております。運転免許証につきましては、１年に１回でありますけれども、管理職が必ず確

認を行っております。以上です。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 次に、地方分権に対応できる行財政の確立と改革のためには、職員の施策立

案の力量や課題解決能力等の資質の向上が求められておりますが、その取り組みについて、窓

口対応も含めて、できるだけ懇切丁寧に対応し、応対するという基本的な取り組み等について

お伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 政策立案能力というご質問でございますが、広島県自治総合研修センタ

ーの研修メニューの中で、中堅職員研修や監督者セミナーにおいてはカリキュラムの中に、企

画力でありますとか、問題解決、課題解決に係る研修等が設けられており、それぞれの職員の

段階で受講を必須としております。また、全職員を対象といたしました町独自の職員研修とい

たしまして、企画立案研修を本年度計画をしておるところでございます。今後においても引き

続き多様化・高度化する町民ニーズに応えることのできる職員の育成に努めてまいりたいと考

えております。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 当然、資質の向上ということで研修は当然の策でございますが、この研修も、

県の行う研修もさることながら、やっぱり北広島町として即戦力といいますか、役に立つとい

いますか、現場の問題解決につながるような町独自の研修をどういう形で深めていくかという

ことが一番問題だろうと思うわけですが、この辺について、一歩踏み込んだような研修を深め

ていくということ、あるいは企業のほうへも直接入っていって、企業意識を持った町民への対

応ということも必要ではないかと思われますが、この辺についてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 先ほど答弁させていただいた県の研修センターのほうは、初級、中級、

それから管理職、監督者等の研修、必ず必須で行っておりますけれども、町独自の研修といた

しましても、昨年度で言いますと、回数でいくと、月に１回程度の研修を行っております。と

いいますのも、やはり、そういった研修しないと対応できないような事項がかなり増えてきて

おります。例えばマイナンバーであるとかメンタルヘルスでありますとか、これまでになかっ

たような新たなものが加わっておりますので、それらの研修も行っております。また、民間に

つきましても、毎年、昨年度で言いますと、５日間の窓口の対応といった接客の研修のほうに

参加をさせていただいておりますし、今年度についても実施していく予定としております。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 昨年度も民間へ５時間程度の研修も行ったということですが、この研修後の

扱いというのは、出張ではないですが、そういう出張報告まがいのことを研修させるのか、そ
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れと自分が実際に研修した知識を同僚へも反映させるような一歩踏み込んだ、自分だけでなし

に、外部といいますか、同僚へも反映できるようなところまでがいってるのか、あるいは自己

研修ということで、自己の改善につながっているということか、その辺の連絡はどうなってい

るんでしょうか。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 先ほどの民間への研修は報告、当然復命といたしまして、個人の報告は

いただきますけれども、町長、副町長、管理職への報告会といったものを行っております。た

だ、議員のおっしゃられた同僚職員でありますとか、そういった全体への波及ということまで

は、まだ及んでいないのが実態でございます。研修を受けましたら、当然そのことを帰って組

織の中へも伝えるといったことを、これからはもう少し広めていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 職員も地域に帰れば住民の一人として期待されて、いろいろの役職も引き受

けざるを得ないし、現状では、そういう形の中で地域に溶け込んでおられると思いますが、以

前、この職員の不祥事が発生したこともありましたが、任意団体等も含めまして、会計担当等

の引受け者がおられるかおられないか。また、その辺の制約はどうなっておるかお聞きいたし

ます。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 多くの職員がそれぞれの地域で、その地域活動に参画をいたし、その中

で、事務局でありますとか会計事務を担当しているというふうに思っております。しかしなが

ら、公務以外の私的な範囲においては、会計事務等受けている職員の状況につきましては把握

はできておりません。職員は、それぞれの地域活動の場において、さまざまな業務に携わるこ

とが想定をされますけれども、職員は公務員であることの立場をわきまえながら、地域住民と

ともに元気な地域づくりへの一役を担うべきであろうというふうに考えております。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 以前の事故は、会計事務をやられておったということで、これは町の補助金

絡みのその会計の担当ということでしたが、そのときの総括といいますか、反省の中で、会計

担当事務は引き受けなというようなことの通達といいますか、その辺のとこまでの縛りはなか

ったのでしょうか。それともその事故のときには、会計等については一応自粛といいますか、

引き受けなというような部分があったんじゃないかと思いますが、その辺の制約はないままに

その職員としての資質を守って、地域に貢献せよというような部分で整理されているんでしょ

うか。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 申しわけございません。以前の事故というのが、例えば地域の一住民と

して、その事務に携わっておる場合もございますけれども、町が持っております外郭団体とい

いますか、事務局を町の職務として持っておるといったことも両方あると思いますので、先ほ

ど答弁させていただいたのは、地域での会計というところで答弁はさせていただいております。

ですから、その辺の制約というのは設けてはおりません。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 確認ですが、地域内での会計処理も含めたそれぞれの役職については、当然
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制約はないということで整理させてていいんでしょうか。はい、わかりました。危機管理対策

の２点目ですが、自然災害に対する住民への危機管理対策についてお伺いいたします。１点目

は、命を守ることを最優先として、警戒区域の指定を急ぐべきですが、土砂災害特別警戒区域

（レッドゾーン）と、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）の県の調査と指定について、私が

平成２６年９月質問いたしましたところでは、千代田地区から進められているということでし

たが、その後の現況はどうなっているか、お伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域の県の指定状況はという

ことですが、広島県は、県内全域の基礎調査を平成３０年度末まで、区域指定を平成３１年度

末までとして計画されています。県は、平成１１年に災害のあった千代田地域の南方、本地地

区を平成２１年から調査を行い、順次指定されております。平成２７年度末で八重地区を除い

た千代田地域の調査が完了しました。平成２８年度は、八重地区と大朝の新庄地区の調査に入

られます。豊平地域は平成２９年度、芸北地域については平成３０年度に計画されています。

この指定状況は、インターネットで、県の防災ウェブで確認することができます。町のホーム

ページの緊急災害情報の一覧から、県の防災ウェブに入っていけるよう、現在アイコンを貼り

付けております。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 順次進められておるということですので、いくいくは全町域がそれぞれ災害

特別警戒区域、あるいは警戒区域という指定となるものと思われますが、それに関連して、２

８年の３月作成された保存版の洪水・土砂災害ハザードマップが各戸に配布されておりますが、

これには当然、今から調査、指定される特別警戒区域、あるいは土砂災害特別警戒区域という

部分は掲載されていないと思われますし、大朝の分を見ても、警戒区域等、町としての表示は

ありますが、これが特別災害警戒区域というような見出しはありますし、表示もありますが、

実際にはハザードマップには反映されてないということで、これは当然のことなんですが、こ

れから順次、調査、指定される中で、この保存版ハザードマップへの各地区の指定、表示とい

う部分については、今後どういう形で取り扱われるのか。千代田地区の場合は、八重を除いて

指定されているということですので、ハザードマップには当然このイエローゾーン、レッドゾ

ーンの区域も確認し、表示されていると思われますが、この辺はどうなっているでしょうか。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 平成２７年度の事業で、国の交付金を受け、約一年をかけて作成し

ているため、３月に各世帯にお配りした洪水・土砂災害ハザードマップは、平成２１年度から

平成２６年度の指定されたものは載っていますが、平成２８年３月末に県が指定しました壬生

小学校区の一部、八重東小学校区については、土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域につ

いては反映されていません。その他の地域のことなんですが、基礎調査は危険箇所として表示

されている部分を重点的に調査され、土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域に指定されま

す。今後、そのハザードマップについてどういうふうにするかということをお聞きになったと

思われますが、現在、県の防災ウェブの情報を自主防災会の会長さんとか、必要な方にプリン

トしてお渡ししていこうと思っております。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 災害防止の徹底ということになりますと、必要な方へ提示していくというだ
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けでは、情報漏れになる可能性もありますし、県の調査指定後の連絡については、該当地区へ

は、何かの形で、レッドゾーンとなりましたので気をつけてくださいとかいうような表示とい

いますか、連絡は必要じゃないかと思いますが、必要な方に対してはその情報を入れるという

ような形で、これからも進められるんでしょうか。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 県の指定がされるまでには、地元で説明会がございます。それに参

加していただければ情報が得られると思います。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 親切でないといいますか、説明しますので、説明を聞かれたらわかりますと

いうだけで、どうだろうかなというような不安もありますので、できれば、１００％出席とい

うことは不可能でもあり、その地区の該当へは説明会もさることながら、一つの徹底の手段と

しては説明会ですが、来られなかった方へ対してのさらなる周知徹底はどういう形で図ればい

いかということも考えていただく必要があるんじゃないかと思いますので、この辺についても、

これからの事業取り組みに反映していただきたいと思います。３点目ですが、避難場所指定施

設の中には、学校関係施設のように、土日・祝日を除き、昼間はいつでも利用できますが、こ

れらの施設といえども、夜間と土日・祝日は施錠してあります。それ以外の施設は、基本的に

は、通常は施錠中で使用不可能な状態でありますが、非常時の連絡先、あるいは施錠の開閉含

めてのそれぞれ保守管理体制については、どういう形で考えられておられるのかお聞きいたし

ます。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 避難場所の開閉等の保守管理体制については、災害の場所や範囲に

もよりますが、避難所の開設が必要となった場合、基本的には安全な公共施設から使用します。

避難所を担当する職員または管理者が開閉を行います。その後は、避難所開設運営マニュアル

に沿って行います。学校の体育館については、夜間の場合もあるので、校長会へお願いし、危

機管理監でも予備の鍵を準備しております。公共施設だけで足らない場合は、地域の集会所等

を使用させていただきます。緊急の場合は、自主防災会会長、行政区長さんに鍵をあけて避難

していただくよう連絡いたします。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 学校関係施設の場合は担当職員を決めておって、それが開閉するということ

ですが、いざ災害が起きたときには、避難場所が提示してあれば、学校へ行くか、地域の集会

所行くか、それは、そのときそのときの対応の仕方で、学校関係の施設のとこは開けとって、

地区のほうは開いとらんかったというようなことがあってはいけないと思うんですが、その辺

のすみ分けはどうされているのか、学校関係については一応開けとく、そして、今度、その集

会所とかなんとかいう分については、学校関係行かれるので開けんかったというようなことで

は、地域の住民は、どっちか近いところへ走る場合は、学校関係が遠かったら、その地域の集

会所へ避難しようと思ったら、鍵締まってたというようなことも考えられますが、この辺のこ

とは、どう考えられるんですか。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 町のほうでは、できるだけ安全な場所ということで、一般的に体育

館等開けるということですが、災害の状況に応じて避難所の検討はいたしますが、町としては、
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そういう場所から優先的に開けていくと。地域の集会所などは、自主防災会とか、行政区長さ

んで、自主的に開けていただいて、避難をしていただくのが、そのほうが無難かと思います。

それであと、避難所をもし開設されたんであれば、電話なり一報を危機管理監のほうに入れて

いただければ幸いと思います。以上です。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 防災関係で不安を感じますが、地域の集会所を開けられるときには、危機管

理監のほうへ連絡してもらうとかいうような部分でなしに、当然、学校教育関係といいますか、

そういう施設は担当者があけときながら、その地域集会所の責任者といいますか、その辺がお

られるのであれば、基本的には学校関係といいますか、体育館とか屋体とかいうほうへ避難し

ていただくように、担当者が鍵を開けておりますが、それでも近いときには、そこの集会所へ

避難されるかもわからんので、鍵を開けといてくださいというような部分で、むしろ危機管理

監のほうから、基本的には、どこどこへ避難してもらう形で連絡しておりますが、あれでも、

そこを利用されるかもわからんので、鍵も開けといてくださいというような、そういう一歩踏

み込んだ親切な対応が必要ではないかと思いますが、この辺について、あくまでも集会所があ

いたときは、集会所あきましたというような情報をまつという感じで、今からも取り組まれる

ということですか。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 先ほども申しましたとおり、優先的にあけるのは体育館等でござい

ます。ただ、災害の場所がどこかによっては、例えば行政区長さんに端からお願いしていく場

合もあると思います。うちのほうからは積極的には開けてくださいということを、その災害の

状況によっては、自主防災会長さんなり行政区長さんなりにご連絡していくようになると思い

ます。以上です。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） ハザードマップを見られるか見られんかわかりませんが、基本的に屋体とか

いう避難場所が指定されてある近くにも集会所が当然避難場所として指定されている場合は、

避難してくださいよというときには、その避難者がどっちへ行くかは、選ばれると思われます

が、あくまでも、そのエリアの中で、基本的に屋体の避難所があったら、関連しておる集会所

のほうは開けないということで進められるということですか。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 地域の集会所を開けないということではなくて、災害の範囲とか必

要に応じて開けてくださいという、うちのほうから依頼はもちろんいたしますし、自主防災会

の会長さんとか行政区長さんの判断で、避難所を開設してもらっても不都合はございません。

以上です。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） いずれにしても、とうとい生命、財産を守るために、町として最善な避難指

示を出していただきたいと思います。４点目ですが、空振りを恐れることなく、正確な災害情

報をつかみ、迅速かつ適切に住民に伝えることは大切でありますが、その情報手段はどういう

手段で伝達されますか。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 情報伝達手段は、きたひろネットの音声告知１１チャンネル放送、
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芸北、大朝、豊平の地域は防災無線、登録制の町の防災安全お知らせメール、県の防災情報メ

ール通知サービス、これはあくまでも登録制です。県防災情報システムへの入力を通じ、各放

送局に情報を提供し、テロップを流すＬアラート、携帯事業者のエリアメール、緊急速報メー

ル、町ホームページ、広報車や消防車による放送、電話連絡、町職員、民生委員、消防団の戸

別訪問、最後に記者クラブなどのマスコミへの情報提供などがございます。場所、状況、効率

を考え、複層的に告知していきます。災害はどこで起こるかわかりません。町の防災安全お知

らせメールや県の防災情報メール通知サービスにメールアドレスの登録をお願いいたします。

また、電話による連絡のとれない場合もあるので、災害の種類に応じて避難する方法、場所、

各事業所、家庭、個人で決めておいていただきたいと思います。なお、お願いになりますが、

町としてやるべきことはやりますが、普段から、自助・共助・公助の精神で、町からの避難勧

告などを待たずに、自分のいる場所の現在の状況、広島県防災ウェブや気象庁のホームページ

から、気象情報、降水の状況などを確認して、今後危険が増大すると判断されたら、安全な場

所へ自主避難をお願いいたします。以上です。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 今のきたひろネット、あるいは芸北、豊平、大朝は防災無線というような、

あらゆる情報手段で周知徹底を図って、安全対策を進めるということですが、防災無線そのも

のが廃止されたら、きたひろネットが主流となりますが、そのためにも防災無線廃止後の豊平、

大朝、芸北へのきたひろネット加入促進を含めた防災体制の徹底ということから見ても、きた

ひろネット加入促進は必要でありますが、この辺についてどう考えておられますか。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 危機管理監としても、防災無線が廃止になった場合のことを考えて、

支所とも連携して、大朝、豊平、芸北地域については加入促進を図っていきたいと思っており

ます。以上です。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 加入促進を図ってまいりますということですが、それは今までもいろいろな

形の中で、その情報手段の一つとしてきたひろネット推進はされておりますし、その辺の部分

で積極的に進めるという形の裏づけといいますか、具体的なものが欲しいわけですが、例えば

きたひろネット加入特別推進というような形の月間といいますか、期間を設けて、担当職員が

それぞれそれに張りついて推進していくというような一歩踏み込んだような積極的な推進方法

ということも考えられるわけですが、今の積極的に支所と協調しながら推進していくというこ

とでしたが、その推進方法についての具体的な考え方というのは、今お持ちですか。それとも、

これから支所の支所長中心に考えていくんですよというような悠長な考えでしょうか。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） きたひろネットの加入促進ということで、総務課のほうからお答えをさ

せていただきます。本議会の中でも、きたひろネットの加入促進を目的といたしまして、条例

の改正のお願いをしているところであります。また、それにあわせまして、本年度加入促進の

キャンペーンを今張っていこうとしております。ですが、防災行政無線が最終的になくなると

いったことをにらんで、緊急情報をどのように伝えていくかという、その手段を第一義にきた

ひろネットを上げておりますけれども、その最終的な手段についてはまだ検討しているところ

でございます。以上です。 
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○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 災害は待ってくれません。また、きたひろネット加入促進もアドバルーンは

ずうっと上がっておりますが、その成果もあまり見られないところですので、早急に具体的な

推進計画等も設定されながら、効果のあるきたひろ加入を推進していただきたいと思います。

それともう１点、これは通告にない質問になりますので、回答が後日ということになっても仕

方ないわけですが、一応１点ほどご質問いたしますが、大規模災害で庁舎が使えなくなった場

合などに備えて、業務の優先順位を示す業務継続計画ＢＣＰというのが定めてあるのは、広島

県の場合、広島市、呉市、尾道市、東広島市と安芸太田町の５市町だと、６月１１日の中国新

聞に報道されております。一般質問の通告は６日が期限でしたので、一般質問外になるわけで

すが、ただ、この５市町に引き続いて、県によりますと、これ以外に策定に着手しているのは

６市町ということで、その中に北広島町が入っているということでしたので、まずは安堵いた

しましたが、そこで、現在着手しておられるこのＢＣＰの進捗状況についてわかれば回答して

いただき、また、通告外ですので、本定例会会期中でも結構ですので、この辺の回答をお願い

いたします。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） ＢＣＰの業務継続計画ですけども、ほぼでき上がっております。た

だ、内容を各課に照会して、これでいいかという回答を今待っている状況です。それが確認で

き次第、一応、町長決裁を受けまして、一応計画書の出来上がりということになります。間も

なくでございます。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 確認ですが、大半はできており、それを各課へ一応検討していただいて、そ

れから一本のＢＣＰをつくるということで、今、各課へ回答といいますか、意見を徴収してお

るという段階ということですね。それから確たるＢＣＰを作成するということで、ほとんどで

きておるということで解釈していいんでしょうか。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 中村議員がおっしゃいますように、ほとんどできております。あと

は調整のみでございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） ２点目、地域農業活性化支援事業交付金の見直しについてお伺いいたします。   

この事業は集落単位で、特色ある農業生産活動を強化することを目的として、集団による農業

活動に対して支援を行う事業となっております。このため、それぞれ地域の特色を生かした農

業振興策、事業の取り組みは、各地域農業推進対策協議会において決定されております。この

地域農業推進対策協議会は、大朝と千代田地区は合わせて１つの組織とし、豊平、芸北はそれ

ぞれ単独の３組織となっております。交付される交付金は、平成２７年度実績では、大朝、千

代田両町域で２７４万５０００円、豊平地域が１９８万９０００円、芸北地域が１９９万３０

００円となっております。また、平成２８年度交付予定額は大朝、千代田地区へ２５６万４０

００円、豊平地区へ１９０万７０００円、芸北地域へ１９１万９０００円となっております。

しかも交付金の使途は後づけで、これから交付金算定は決定されます。この事業の目的からも、

事業内容の統一化は図られるものではなく、さらなる地域の特色を生かした農業振興策が求め

られております。課題は、交付金の配分が公平性、バランス性からも不自然であり、面積配分



 

- 40 - 

とすべきではないかと思われますが、その配分根拠はどういう形で配分されておるのですか。

今後の配分見通しはどうでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 地域農業活性化支援事業交付金の見直しのご質問でございます。農林課

からお答えさせていただきます。当該事業は、旧町時代からの各地域で取り組まれてました農

業振興施策に対する支援を新町においても引き継いでいるものでございます。この事業は、各

地域農業推進対策協議会が主体となり、地域における特性を生かし、特色のある農業生産活動

を強化することを目的として、集落または集団による農業活動に対して支援を行うものとして

事業執行しています。当該事業の課題としては、各地域独自の地域要望に応じたきめ細やかな

農業振興施策を展開するための取り組みメニューとなっていますが、議員がご指摘のとおり、

各地域農業推進対策協議会の補助金の額が一定していないことでございます。そこで、平成２

３年度から、各地域の農家数、水田面積に応じた補助金の平準化を図っており、年々、徐々に

ではございますが、均等しつつあります。続きまして、今後の配分の見直しについてでござい

ます。昨年度、当該事業の一部について、全町統一したメニューとし、本年度実施しておりま

す。また、本年度は当該事業について、全町で支援する事業内容に見直しし、重点的に予算を

配分するよう、関係機関、団体と協議を行いまして、平成２９年度実施に向けて取り組んでい

るところでございます。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） この事業目的から考えてもその地域地域の特産といいますか、特性を生かし

た事業を展開するということの目的は当然でありますし、これからも、それぞれその地域の特

性を生かした農産物、産品等の振興を図っていくということは大切であり、この４つをまとめ

て、一つの統一した交付金の設定をするということは当然考えられないことでもありますし、

この事業目的からしても、４地域統一した交付金ということを考える場合は、当然北広島町と

しての特産といいますか、トマトならトマトという一つの北広島町としての特産の振興作物を

メーンにして、これをリレー出荷していくというような形で、４地区同じような取り組みがで

きる場合は、その４地区同じような交付金の算定基準も当然できますが、これ以外、それぞれ

地域の特性がある中で、４つをまとめて、その交付金の整合性を図るということは本来の目的

からも逸脱しますし、そういう交付金の配分方法はしないほうがいいと思いますので、この辺

については、統一図られる、その一つの手だてとしては、今申し上げましたように、北広島町

としての特産づくり、トマトとかネギとかいうような感じで、これが気候の温度差を利用しな

がら、リレー出荷をして、全町域で作付が可能というようなものがあれば、これは統一した交

付金の単価もできますが、それ以外の事業取り組みについては、当然個々の特徴を生かしたほ

うがいいわけですので、先ほど課長が言われましたように、農家数とか面積案分したときに、

この補助金の配分のベースを考えればいいことであって、徐々に見直しをしておるということ

ですが、千代田、大朝の耕作面積と、豊平、芸北の耕作面積を案分したときのこの交付金の差

額というものはほとんど調整されておるとは言えないような数字になっているということから、

その見直しを求めておるものでございますが、この辺についてどうでしょうか。 

○議長（加計雅章） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 今、ご質問がありましたように、町が補助する事業メニューで、統一で

きる部分は協議し、統一を図ってまいりたいと。また、町の農業振興に沿ったメニューも設け
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たいと、例えば経営所得安定対策における産地交付金まで含めてできれば考えていきたいと。

例えば、土地利用型作物の振興施策に重点的に予算を当てて産地化を図っていくなど、現在検

討しているような状況でございます。以上です。 

○議長（加計雅章） 中村議員。 

○９番（中村勝義） この事業含めて、いま一度見直しをしていただき、農家所得につながるよう

に事業運営していただきますことを強く求めて、私の質問は終わります。 

○議長（加計雅章） これで中村議員の質問を終わります。暫時休憩をいたします。午後１時より

再開をいたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １１時 ５８分  休 憩 

 

午後  １時 ００分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。次に、２番、中田議員。 

○２番（中田節雄） ２番、中田でございます。さきに通告してある２点についてお伺いいたしま

す。２点といいましても１点、やさしい行政の窓口対応とかということについて、書類編と子

育て支援編で２点ほど質問を用意しております。今朝ほど来、窓口業務のことにつきましては、

藤堂議員もされております。町民の方が来られて、非常に不愉快な思いをして帰られたという

ことでございます。また、中村議員のほうも、危機管理の面から、窓口業務の応対について質

問されております。私も、３月議会で、この問題につきましては質問をいたしました。文字の

ポイント数を大きくしてくれということについて、総務課長は、できるところからやっていく

というふうに答弁をされております。いずれにしても、窓口業務について、どうも対応の仕方、

もう少し改善するべき点があるんではないかということであります。今朝ほども総務課長は、

職員の全体の奉仕者として職員研修を行うと、また、全職員を対象にして、企画、政策の立案

研修を行うとも答弁をされております。しかし、この問題について、やはり町民の方がどうい

った思いを持って帰っていかれるのか、この点が重要なポイントであります。もちろん職員

個々の企画、政策立案能力を高めることも大事でありますが、やはり私たちは町民のための政

治、町民のための行政、ここの視点が欠落しておるのではないかというふうに思うわけであり

ます。なかなか窓口へ行っても、出てきていただけんと、何しにきたんかというふうな素振り

見せられたんでは、やはり明るいまちづくりとか、そういったスローガンだけを掲げても、や

はりスローガン倒ししてしまっているというのが現実ではなかろうかと思っております。これ

は支所も同じであります。そういった面から、非常にきついことを申し上げるかもしれません

けども、非常に重要なことであります。このことが、全体の奉仕者であるということをもう少

し浸透していくべきである。町民目線に立った行政をしていくべきであろうと、この点が欠落

しているのではなかろうかと思うんですが、やはり職員の方は、今までどおりのことをやって

いけばいいと。私は一生懸命やっているんだということだと思います。確かに一生懸命やられ
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ているとは思いますが、やはりそこで、もう少し町民目線に立って、町民サービスとは何かと

いうことを考えてほしい。そのことを窓口業務は執行するべきと考えますが、町長の見解をお

伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 職員による町民の方を初め来庁者の方への対応、接遇についてでありますけ

ども、やさしく親切、丁寧な対応をしていくということは一番基本的なことであると思ってお

ります。来られた方の気持ちになって対応していかなければならないと考えておるところであ

ります。これまでも職員研修や接遇の徹底を図ってきたところでありますけれども、今後さら

にこれを充実、徹底していきたいと考えております。具体には担当から説明をさせていただき

ます。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 今、町長のほうからもありましたように、来庁者に気がつかないであり

ますとか、電話の対応が不適切である。担当業務以外のことについて対応できていないといっ

た苦情が寄せられておることは承知をしているところでございます。今後は、町長からもあり

ましたように、接遇研修等に積極的に取り組み、町民目線による事務の執行や窓口対応に努め

るよう意識改革を図ってまいる所存でございます。まずは、管理者、監督者が他の職員の手本

となって、窓口対応等の改善に向けて努力を図ってまいります。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 町長のほうからは、やさしく親切、丁寧に、来られた人の立場、町民目線に

立って、これから充実徹底していくということであります。総務課長のほうも、管理者が手本

となってやっていくということであります。このことを踏まえて、やはりそういった研修をや

っていかれるんだろうと思っております。それでは次に、行政文書について、３月議会で質問

いたしましたが、文字のポイント数が小さいと。行政内部で使う文書については、文字のポイ

ント数は小さくても、それは構いません。町民の目線に触れるところでありませんから、ただ

し、証明であるとか、そういった書類、これが文字のポイントが小さいと、なかなか高齢者の

方は読むことができない、難しいと申し上げましょう。そうでなくても老眼の方が多い。目の

不自由な方が多い。そうすると天眼鏡という大きな拡大鏡を持ってしながら見なければならな

い。このことについて、総務課長は、できるところから改善をしていくという答弁でありまし

たけども、どういったところが改善点としてありましたか、お答えください。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） まず、私のほうからは行政文書、特に配布文書等についてご答弁をさせ

ていただきます。行政文書の文字につきましては、基本、１１ポイントを基準にいたしまして、

１０から１２ポイントで運用しているところです。この行政文書の作成につきましては、前回

も答弁させていただいておりますとおり、町民の皆さんにわかりやすい、読みやすいというこ

とが基本であると考えております。文字の大きさにつきましては、全ての文字で大きいポイン

トに統一するといったことにはなかなかなりませんけれども、通知文書の作成については、で

きるだけ大きなポイント数を使って文書作成を行っているところでございます。また、文書作

成する場合も、できるだけ一文を短くするでありますとか、不必要な情報は書かない。簡潔明

瞭な文章で、町民に理解していただき、きちんと最後まで読んでいただけるような文書作成に

取り組むことが大きなポイントで字を書くということにつながる。読みやすい文章につながっ
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ていくと考えております。３月から、どのような改善点がということでございますけれども、

具体的な検証、申し訳ございませんが、しておりませんので、その点についてはお答えできま

せんが、こういったことを心がけながら、職員には周知徹底をしているところでございます。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 今、答弁あったように、文章を短くすると。このことが余白ができて、文字

のポイント数を大きくすることになるというふうに思うんです。これは正解だと思います。こ

の日曜日に集落での草刈りがあって、その間、ちょっと早く行きましたので、ある女性の方と

話をする機会がありました。議会広報を、字を読むことができない高齢者の方々のために、テ

ープに吹き込んでいくという作業をしたんですと、中田議員は、こういう質問されておりまし

たと。今回ばかりでなく、ずっと、よう見ていただいてありがとうございますという礼を申し

上げたんですが、今まであまり見たことがないと、議会広報を。随分と見ていただいているん

だと思ったんですが、議会広報もあまり見たことがない。関心お持ちでないのは寂しいなとい

う思いはいたしましたが、これは議会広報ばかりでなしに、町の広報、広報きたひろしまもや

はり同じだというふうに考えていくべきだろうと思っております。できるだけ多くの方に読ん

でいただきたいという思いとは裏腹に、なかなか読まれていないんではなかろうかと思うわけ

です。広報には、各課から、いろんなことを知っていただきたいという思いの中で、詳しく述

べていただいていると思うわけですが、そうすると、なおさら字のポイント数は小さくなって

いかざるを得ない、紙面が限られている以上。しかしそうなると、ますます読まれないという

ことになってまいります。じゃあ、きたひろネットで見てくださいよと、あそこでもいろんな

大事な放送しておりますと。これも全戸加入ではないし、全員の人が、そのうまい時間帯に見

るとは限らないと。そうすると行政の情報はなかなか伝わりにくいという判断になります。し

たがって、その点を検討されていないのなら、もし仮に、本気でそこをやられる気があるんな

ら、議会広報、広報きたひろしま、どの程度読まれているか、無作為抽出的にアンケートをと

られてみてもどうかなと思うわけであります。恐らくびっくりするほどの数字が出てくるので

はないかなという思いがいたします。総務課長、今から検討するに当たって、そういったこと

はどうですか。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 広報きたひろしまでございますけれども、行政からの基本的な情報を月

に１回広報しているもので、大変重要なものと思っております。議員のおっしゃる、どれだけ

読まれているかいないかというのは、正直なところ今把握できておりません。どういったこと

で、その広報に対して、住民の方のニーズがあるかというのは調査をするといったことも、こ

れからの広報の活動に対しまして重要なことと考えております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） なかなか難しいですね。アンケートはぜひともとっていただくように希望い

たします。やはり紙面も限られている、発行回数も限られていると。そういう中で、行政のい

ろんなスケジュールであるとか、お知らせしたいことはたくさんあるわけであります。それを

どういうふうにやっていくのかと。なかなか難しい問題です。やたらページ数増やしていけば、

ページ数が多くなり過ぎて、ますます読まれないと。これは一つの参考になるかもしれません

が、先般、あるテレビ見ておりましたら、スーパーのチラシ、こういうのが安いですよという

のが、５０品目ぐらいいっぱいいっぱい書いているわけです。あるプロの方が、これは効果が
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薄いと。宣伝に入れるのは５品目だけに絞りなさいと。そうすると、一目瞭然に安売り商品が

目に映ると、それを求めて買いにこられる。そしてほかのものも買っていかれるということで、

店の売り上げは２０％伸びたというデータがございました。広報をそういうふうにするわけに

はまいりませんけども、やはり何らかの一つの考え方なり方向転換をしていくべきではなかろ

うかと。こういったことについて企画力、政策立案力、これが問われているのではなかろうか

と思うわけです。今さら全職員を対象に企画、政策立案の研修を行うというよりも、一つ一つ

の問題点、アンケート取ってみられれば、それに対する問題点が明らかになり、それに対する

解決策が見出せてくるのではなかろうかと思っております。そういう点を、思いを馳せながら、

総務課長、きちっと点検をしてみていただきたいと思っております。続いて３点目、印鑑証明

の大きさ、これサイズは今までどおりなんですが、中の文字のポイントは大きくなっていませ

ん。逆に小さくなっている。これは見られてわかりますか、この中の黒く斜線で塗ってある分

が印鑑証明の大きさです。結構大きいんですが、中の文字のポイントは小さくなっている、逆

に。読めなくはない。しかし、この印鑑証明を提出先へ出されると、どういう編綴、つづり方

をするかというと、Ａ４の用紙に張りつけて保管をされます。小さいままを編綴しますと、ホ

ッチキスでとめると、ホッチキスで止めてなかったり、あるいは探すときにどこにあるかわか

らないと。したがって、こういうふうな用紙に貼りつけて、書類に編綴をしてまいります。だ

ったら、印鑑証明の大きさをＡ４サイズ、国際基準がもうＡ系列、Ａ４、Ａ３、これが主流で

すから、こういった用紙で出していくべきではないか。現に広島市、岡山市、大阪市では、印

鑑証明はＡ４の大きさです。町民課長、うちではそういったことできませんか。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 印鑑登録証明書のことについてですが、現在Ａ５サイズでの印鑑登録証

明書になっております。文字のポイントが小さくなっておりますのは、自治体クラウドへ移行

しまして、基幹系システムの変更に伴い、フォーマットが変わったことによって、文字のポイ

ントが若干小さくなっております。用紙の大きさにつきましては、現在のＡ５サイズからＡ４

サイズへ切りかえる方向で考えております。用紙の在庫等がございまして、それを確認しなが

ら、できれば２９年度からＡ４サイズへ切りかえられればと思っております。以上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 前向きな答弁ではございます。すぐにということではなくて、用紙があると

いうことですね。それと同時に自治体クラウド導入してから、このサイズになったわけですね。

自治体クラウドというのは５町でしたか、この５町での意思統一はできているんですか。５町

での協議会みたいなのがあるはずですね。入ってれば。それと相手方のＮＥＣとの問題、そう

いう問題はどういうふうにされます。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 先ほどの自治体クラウドの構成団体といいますか、行政自治体ですが、

５市町、町でいいますと、北広島町と安芸太田町、あと熊野町、それと廿日市市さんとが入っ

ていらっしゃいます。そこの中で、こういった印鑑登録の証明書の様式、大きさにつきまして

は、協議されたかどうかということにつきましては、ちょっと把握できておりませんが、ただ、

構成市町の中では、Ａ４サイズで発行されている市もございますので、本町としても、そうい

ったとこで切りかえられるのではないかというふうに考えております。以上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 
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○２番（中田節雄） ちょっと確認するんですが、自治体クラウドに構成している５市町の中で、

既にＡ４サイズで発行している町もあるということですか。はい、わかりました。この自治体

クラウドにつきましては、印鑑証明だけでなく、税務課の名寄せ帳、これも自治体クラウドに

入ってますよね。そうした自治体クラウドへ対応している用紙について、印鑑証明が対応でき

るのなら、後ほど聞きますけども、やはり名寄せ帳も対応できるのではなかろうかと思ってお

ります。だから、そういったことは、今の町民課長は対応していきたいという話でありますけ

ども、各構成市町の中で意思統一できなくても対応できるものですか。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 対応できるものと考えます。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） じゃあ４番目の税務課の固定資産税の名寄せ帳、これも文字のポイント数が

小さい、Ａ４サイズでは出てまいります。しかし、これは職員の方でも読みづらいほど字が小

さい。字のポイント数が幾らかはわかりませんけども、９ポイントか８ポイントぐらいですか

ね。小さい。なおかつ、こうした名寄せ帳使われるのは高齢者の方が圧倒的に多いはずなんで

す。何に使われるかというと相続、そういったとき。固定資産税の課税明細書では記入漏れが

あるかもしれない。だから名寄せ帳をいただくということなんですが、これでは見れない。こ

れでチェックをしますと見落としがあるかもしれないので、我々は、通常これをＡ３サイズに

拡大をして使用します。従って、税務課長、これ現在では何が書いてあるかわからないから、

よくわからない。だから、Ａ３サイズに拡大するんですが、これはもう既にＡ４サイズになっ

てますから、これをＡ３サイズに拡大をして発行するということなら、クラウドのほうで、最

初からそれで発行するということはできませんか。 

○議長（加計雅章） 税務課長。 

○税務課長（西村 豊） 固定資産税の名寄せ帳ということでございます。税務課からお答えをさ

せていただきます。固定資産税の名寄せ帳につきましては、システムの更新によりまして様式

が変更になりまして、議員がご指摘のように印字が小さくなっております。３月の議会のとき

にも読みにくいとのご意見をいただきましたので、その後改めまして、Ａ４サイズ、Ｂ３サイ

ズ、Ａ３サイズ、この３つのサイズを用意しましてお客様にお渡ししているところでございま

す。今、議員がおっしゃいました、もともとのシステムでの対応はどうかというところでござ

いますが、その行政証明の中に、その証明内容を規定したものがございます。これは各会社、

システムの会社が用意をしたフォーマットにのっとったものでございます。今回の名寄せ帳に

つきましては、今、ＮＥＣの会社のものを採用しておりますが、Ａ４サイズ、Ｂ４サイズ、こ

の２つの種類しか、そのシステムは対応しておりませんでした。すぐ確認をしまして、変更を

ということで、お願いをしたわけでございますが、やはり全国的なパッケージというところで

ございまして、システムの改修が必要ということでございました。よって、今回、Ａ３サイズ

というところにつきましては、サービスの一環として、拡大コピーをしてお配りをしていると

いうところでございます。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 今の答弁の中で、２点ほどお願いします。このＮＥＣさんのほうでのシステ

ムということで、Ａ４、あるいはＢ４での対応が可能ということでありますが、Ｂ系列で、Ｂ

４、あるいはＢ５、これは今の国際基準の中ではＢ系列は入ってないですよね。なぜ、ＮＥＣ
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さんたるものがＢ系列をそこで入れられたのかがちょっと理解できない。これ全国的にそうい

った指摘というのはあるんじゃないかと思っておりますが、その点がまず１点、それについて

お願いします。 

○議長（加計雅章） 税務課長。 

○税務課長（西村 豊） このシステムの改修についてでございます。既にパッケージとなってい

るシステムについて、こちらについては、各市町から要望を出すことができます。よって、北

広島町からもＮＥＣのほうにＡ３サイズ、こちらのサイズのものを希望しておりますが、これ

が全国的なものでありまして、各市町からの要望が多い順に採用になるということでございま

す。北広島町からも要望しておりますが、これがいつＡ３サイズのもの、こちらが採用される

かというのは現時点でちょっとお答えをすることができません。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） わかりました。Ａ４サイズ、文字の小さいものまで出てくるのをＡ３サイズ

に拡大をしてお渡しするということですね。これはコピー料をまた別に請求されますか。 

○議長（加計雅章） 税務課長。 

○税務課長（西村 豊） ３月にもご指摘をいただきました。やはり今はＡ３サイズのものが必要

ということでございますので、これはサービスの一環として、コピー代はいただかずにお渡し

しているところでございます。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） この問題しつこいほど聞くんですが、やはり、こうして一つ一つ検証するこ

とによって一歩ずつ前に進んでいるという思いはいたします。こうした町民目線に沿ったこと

を私たちが言っていかなければ、来られたお客さんは、はいはいとそのまま持って帰られる。

町民の方がどういった心情で、そこに来られているのか、窓口に立っておられるのか、ここを

もう少し理解すべきだろうと思っております。めったに来ることのない窓口で、誰か人から見

られているのではなかろうかという思いの中で出されたら、早くこの場を立ち去りたいという、

そういった心情なんですね。ですから、出されたものについて確認される人はまず少ないと思

っております。そういった心情で来られてる。このことをもっとお客さんの目線というか、そ

こに立って考えていただきたいと思うわけであります。それと、さっき１点ほど町民課長に質

問忘れておりました。今のこれ、住民票、戸籍、印鑑証明書の申請書、これは、もとは１枚の

申請書でした、それぞれに。まとめられたのは非常に効率的でいいと。これは確かにすばらし

い。確かにすばらしいんですが、字が小さい。それと今、町民の方がどういった心理的な要素

で窓口に立っておられるか、これを理解すると、これを読むということがなかなか困難といい

ますか、早くこの場を立ち去りたい、どこだろうかどこだろうかと、太い字で書いてあるんで

すが、行政の内部的な、要するに町民課の中で検証すれば、これは皆さん、わかって読まれま

すから、当然これでいいと思うんですが、来られた町民の方は、どういうふうな反応されます

か。まず、これについて、どうすればいいんかなというふうな、総合窓口に人がおられますか

ら、すぐ近くへ寄って、ここへこう書いてくださいというふうな案内はされているはずなんで

すが、そうしなくても済むようなことにはなりませんか。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 中田議員がお示しされた申請書でございます。町民課の窓口のほうに置

いてあるものでございますが、確かにサイズ的にＢ５サイズになっております。記入していた
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だく際には、窓口の職員がご案内といいますか、そういうのはさせていただいておりますが、

確かに記入していただく際には、ちょっと若干厳しいといいますか、スペースが狭いかなとい

うとこはあるかと思いますので、早急にといいますか、Ａ４サイズのほうに変更をさせていた

だければというふうに考えております。以上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 結局小さければ、それに対する書き方をそこで親切に情報を与えてあげなけ

ればならない。それにはまた職員の方が出ていかなければならない。それに対する対応をしな

ければならない。用紙を小さくする効果と、そして人が、また職員が対応しなければいけない

という、そこを考えればどっちが得なんですか。費用対効果の面があるかもしれませんが、な

おかつ、やはり町民の方に親切ということになれば、もうちょっと大きくしていくべきだろう

というふうな思いがいたします。それはまた、この用紙がなくなり次第ということだと思いま

すが、これは今のペースからいくと、いつごろになりますか。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 用紙の在庫も確かにございますが、先ほどの印鑑登録証明書のほうは、

用紙が特殊な用紙でございます。今回の今の申請書の用紙は、通常のコピー用紙を使っており

ますので、できるだけ早く対応したいと思います。以上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） そうしながら、やはり、これは今税務課と町民課、例をとりましたけども、

窓口の対応については、これは全課にいろんなクレームが来ているんです。耳に入っておるん

です。全部は申し上げませんけども、また、いつかの機会にそのことについては触れていきた

いと思っておりますが、続きまして、２番目の質問。これは、やさしい行政の窓口対応とは何

かということ、これは子育て支援のことについてお伺いいたします。行政の窓口というのは、

いろんな方が来られます。若い方も、おじいちゃん、おばあちゃんも、それから業務の方もい

ろんな方来られます。その中で、若いお母さん方が乳児を抱いて、あるいは手をつないで来ら

れると、こういったお母さん方が、やはり窓口で職員の方の説明を聞きながら、納得して書類

へ記入をしていくと。だっこしながらの場合は、めったに来る場所ではないんで、乳児の方も

慣れておられないということで、環境が変わって、ちょっと不安なのか、ぐずったりいろんな

ことございます。若いお母さん方というのは大変苦労しながら、説明を聞き、書類に記入して

いくわけでございます。手続に相当苦労されておるというところもちょっとお見かけするわけ

でありますが、こうした光景を見ることなく、行政手続がスムーズにできるようにするべき配

慮が必要だろうと。そのことが子育てにやさしいまちづくりにつながっていくものだと思って

おります。一つの例を挙げると、京都の舞鶴市、ここでは玄関にベビー用の車、ベビーカーと

申しますか、ベビーカーというのは、通常私が考えるに、子供さんはちょっと低い位置にあり

ますね。だからスーパーにあるような買い物かごのカート、これはちょっと買い物かごにする

と高い位置にあります。そうしたベビーカー、こういったものが用意してあります。お母さん

が乳幼児の方をだっこすることなく、そうしたカートに乗せて窓口へ来られると。そして楽に

手続ができるようになっておる。また、窓口ではお母さんが担当者の説明を受けるときに、ほ

かの職員の方が来られて、乳幼児の機嫌をとっておくと、どういった機嫌のとり方があるかし

れませんけども、それと、なかなかむずかる乳幼児に対しては卵ぼうろというのがあります。

私たちが、最近食べたことないですが、黄色い大豆ぐらい、そういったお菓子があります。乳
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幼児が食べてもいいような、口の中へ入れたら、とろっと溶けるようなお菓子だったように記

憶しておりますが、お母さんの了解を求めて、これを持ってきて、あやしながら、お母さんが

手続完了するまでそこへついて、乳幼児の面倒見てあげると。やっぱりこうしたことが配慮さ

れてくると、本町は子育てに優しいまちづくりであるという印象がもっともっと芽生えてくる

のではなかろうかと思っております。こうしたことは、大きな予算を必要とすることではなく

て、私たちの窓口の意識を変える、あそこの窓口は私には関係ないと思わずに、お互いに連携

をしてやっていく。町民課に来られてるんだから、福祉課のほうは全く知らないよというんで

はなくて、福祉課に来られてれば町民課の方が行くとか、お互いにそこは連携しながらできる

ものだと思うんです。こうしたことを早急に取り組まれる気持ちはありませんか。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 行政の窓口、特に本庁１階には、乳幼児を連れて来庁される方が手続や

相談に来られることが多くあります。窓口対応の基本としまして、親切、丁寧、正確、迅速、

笑顔の５つの柱で職員間で共有しながら取り組んでおります。手続の配慮としましては、複数

課での手続等が必要な場合もありますので、各窓口の間で連携をとりながら、来庁された方に

不便をかけないよう、短時間でスムーズに手続ができるように進めております。例えば出生届

が提出された場合や、お子様を含んだ転入を受け付けた場合は複数の手続が必要となります。

来庁された方が複数の課の窓口で手続することなく、関係する各課へ連絡し、来庁者の座って

いる席で、ワンストップで完結できるように配慮しております。また、窓口の対応で取り組ん

でおることとしまして、親御さんがだっこしているお子様、それから隣の席に座っているお子

様へは、来庁者の意向に配慮しながら、職員が声かけをしたり、コミュニケーションを図って

いるところです。また、絵本やぬりえ、人形などをカウンターに置きまして、お子さんが遊べ

るような配慮をしております。どうしても来庁者の手続、相談などに時間がかかる場合には、

職員が絵本を読んだりなどのサポートをしているようなところでございます。以上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） これは舞鶴市だけでなく、北広島町もそういった対応をとられているという

ことですね。ベビーカー、これはどうでしょうか。やはり１階ばかりでなく、２階、３階へ行

かれる方もあると思うわけですが、そうした、余り高いものではないと思うんですが、１台、

２台設置されるというふうな意思はございませんか。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） ベビーカーの設置につきましては、町民目線での対応ということで、職

員に子育て中の者がたくさんおります。現在、遊び場創生プロジェクトを進めておりますけど

も、先日、その場でベビーカーの設置について議論をいたしました。まず、現状を見てみます

と、乳幼児と一緒に来られる方の状況につきましては、だっこしたまま来られたり、だっこひ

もでのだっこ、それから、本人のベビーカーでお越しになっているという状況があります。ま

た、これまで来庁者の方から、そのベビーカーがあればいいという要望、あるいは、ありませ

んかと尋ねられたことが現状ではありません。そういうふうな意見集約をしている中で、今後

町民のそうしたご要望があれば検討していかなければならないと思いますけども、現状では、

ご意見としてお伺いするというところで、とどめさせていただければと考えております。以上

です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 
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○２番（中田節雄） 現時点において、ベビーカーの要望はないということなんですね。これも一

つの方法かもしれませんが、ベビーカーを１台でも置いておくこと、このことがやはりこうし

たことに配慮しておりますよということの証なんです。要望はあるかもしれない、ないかもし

れない、だけど、この本庁の中、あるいは支所にも１台ずつ置いてあるか、パフォーマンスと

しても大きな効果があると思いますが。私たちがどういうふうにこの町を、子育てのやさしい

町としてアピールしていくか。さっき答弁があったようなことも非常に大事です。丁寧です。

安心感があります。それと同時に、ベビーカーを必要としていない方だって、そこを見られて

来庁者の目に映ってきます。あっこういうものが置いてあるなというふうなところが一つのア

ピール効果につながるのではないかと私は考えます。なぜ、そこを言うかというと、先日の花

田植、保健課長で、授乳施設、これは花田植会場から見てわかるんだけど、道路から見たらわ

からない。どこにあるか。これは表示する場所が違うんじゃないかと、両方にあれば一番いい

んですけど、やはりアピール効果をどう狙うのかと。来られた方が探しながら、会場の中に入

ればわかるけども、道路から見ればわからないと。その辺が政策立案、企画力、そこを問われ

ながら、子育てにやさしい町をどうアピールするかということが少し足りないのではないかと。

そこをとやかく言うつもりはありませんけども、平成２１年に策定され、２８年６月に北広島

町人材教育育成基本方針改定版です。この中にも、求められる地方自治体として５項目ありま

す。求められる職員として８項目あります。町民から信頼される行動とサービス、職員の経営

感覚の醸成、まちづくり、まちづくりをどう進めていくのか、自治体経営としての感覚の醸成、

職員一人一人の意識改革と感覚による発想の転換、今求められているのは、今までどおりの業

務を遂行していくんではなくて、今までの業務の中のどこを変えていけば、町民目線の立場に

立ったことができるのか。町民の方に不本意な思いをさせなくて帰っていただくことができる

のか。ここをしっかりと考えていかなければならないし、ここのところをしっかりとした研修

を積んでいかなければならないと思うわけですが、総務課長、いかがですか。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 北広島町人材育成基本方針、おっしゃるとおり、平成２１年の６月に策

定をいたしまして、本年６月に改定をしているところでございます。基本的な考え方は変わっ

ておりませんけれども、議員のおっしゃるように、常に改善・改革という意識を持って人材の

育成をしていきたいと、そういった意識を持った職員を育てていかないといけないというふう

に思っております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） まだ言いたいことはあるんですが、これにて質問を終わります。 

○議長（加計雅章） これで中田議員の質問を終わります。暫時休憩をいたします。１時５５分よ

り再開をいたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  １時 ４４分  休 憩 

 

午後  １時 ５５分  再 開 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 再開をいたします。次に、６番、森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） ６番、森脇誠悟でございます。さきに通告をしております大綱２点、１点目

は、千代田運動公園の競技場フィールドを人工芝に変更できないか。もう１点は、特別職、非

常勤を含む）報酬等の審議会の設置について質問をしたいと思います。まず、大綱１点目の千

代田運動公園の競技場フィールドを人工芝にできないかということでございます。千代田運動

公園の競技場は天然芝であります。芝の養生等で利用できない場合があります。利用者にとっ

ては大変不便であります。それを解消するために、あるいは天然芝の維持管理費の削減も含め

まして、人工芝に張りかえることができないか、そういう思いで幾つかの質問をしてみたいと

思います。まず、最初に芝の養生による利用制限の期間は大体いつごろ、どの程度あるのかを

お聞きをいたします。 

○議長（加計雅章） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） 芝の養生による利用期間制限でございますけども、２７年度から

指定管理者が変わりまして、２７年度からは１２月から２月までの３カ月間でございます。芝

にとっては６月がいいようでございますけども、今の冬期間はグラウンドがぬれていることが

多いとか、もともと利用者数が少ないというふうなことから、その期間に設定をいたしました。

また、シーズン中も平日の利用が少ないために芝へのストレスは少ないという状況のようであ

ります。ちなみに、それまでの指定管理者が６月に養生期間を設けていたようであります。以

上でございます。 

○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 芝の養生というのは、どうしても必要なものであります。使用頻度が高けれ

ば高いほど、野球のグラウンド見ても、外野が同じ位置が剥げて、芝がなくなったり、一番い

い例が、この役場の庁舎の隣にありますヘリポートでございますが、もう芝生の根もあまり残

ってなくて、もう雑草化をしております。ほとんどがもう真砂土が出て、もう少しすればドク

ターヘリが来るのも難しくなるんじゃないかというような、石とか草が飛んで大変じゃないか

というふうな状況になるんじゃないかというふうに懸念をしておりますけども、今、お聞きを

しましたら、１２月から２月の３カ月で、芝の養生は大体春先が一番養生にはいいということ

ですが、平生の使う利用度が少ないんで、冬期の養生でということですが、私も芝の専門家で

はありませんので、１２月から２月の３カ月間の養生で、芝がどのぐらい程度元気になるかと

いうのははっきりわかりませんけども、それはさておいて、これまでの競技場フィールドの年

間利用者数と団体数、それぞれ町内、町外別に数値を教えていただければと思います。 

○議長（加計雅章） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） 議員のおっしゃる競技場フィールドというのは、多目的広場とい

うことでお答えさせていただいて、平成２７年度の年間利用者数は１万２８１３人でございま

す。施設全体では５万５１９人でございますけども、団体数としては町内が２０団体で、延べ

５４回、町外が１９団体で、延べ６９回でございます。利用が多いのが５月、８月、９月、１

０月でございます。大体その４カ月については、月平均が１８４８人でございます。町内利用

は、平日と休日の人数が半々でございますけども、町外利用は、ほとんどが土日・祝日に集中

しているという状況でございます。以上です。 
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○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 結構な人が、団体数が利用されているということで、特に町外の方は、土曜

日、日曜日の利用が多いんだと思いますし、屋外スポーツということで、春から秋までにかけ

ての利用が多いんだというふうに思います。そのフィールド、多目的広場と言われましたけど

も、その利用されるスポーツの種目がもしわかれば、どんなのがあって、種目のスポーツが使

われて、大人、子供も含めて、特には多いスポーツ、サッカーが一番多いんかなとは思います

けども、その他、グラウンドゴルフ等もあろうかと思いますが、もしわかれば、ご答弁お願い

したいと思います。 

○議長（加計雅章） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） 種目といたしましては、やはりサッカーが一番多くございます。

それから、陸上、学校行事で使う場合もありますし、クラブ活動で使う場合もありますけども、

学校行事としては、陸上記録会といったものでございます。あとはグラウンドゴルフも比較的

多いと思います。済みません、それぞれの回数が何回かというのは、ちょっと集計をしてない

んですけども、そういう感じでございます。 

○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） これの年間利用料といいますか、利用料の収益というのは、年間幾らぐらい

でしょうか。 

○議長（加計雅章） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） 昨年度平成２７年度の多目的広場の利用収益は２４９万８６３０

円でございます。 

○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 芝の養生の時期を変更したということでございますけども、変更前と変更後

では利用者の数であるとか、その利用収益というのは、少しは違いがありますか。もし、２７

年度以前のがわかれば出るはずですけど。 

○議長（加計雅章） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） 済みません、詳細な比較はしてないんですけども、あまり大きな

違いはないんではないかと思います。 

○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 収益が２５０万程度ということですけども、それに対する年間の維持管理費

は、これは、多目的広場だけというわけにはなかなか難しいと思いますが、例えば肥料代であ

るとか農薬であるとか除草剤、それから刈り取りの人件費等いろいろあって、一括で指定管理

出されているということで、この多目的の天然芝だけというのは難しいかもわかりませんが、

大体の数字で構いませんが、大体どのぐらいかかるものか、お願いをしたいと思います。 

○議長（加計雅章） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） 芝の管理は、全施設内の植栽管理や草刈りも含めて一括６５０万

円で指定管理者がまた町内の専門業者に委託をしております。このうち、多目的広場の芝の管

理費は、詳細なその内訳は分からないんですけども、およそ半分、３００万から３５０万程度

とのことでございます。また補植をしたりするときの芝は、これは指定管理者が自前でつくっ

ておりまして、補植、必要なところには指定管理者で補植をするということで、それについて

は費用はかかってないという状況でございます。 
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○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 収入とほぼ同じか、維持管理費のほうが利用料よりも若干多く支出かなとい

うふうに思いますけども、この近辺で人工芝にしているのが安芸高田市の吉田サッカー公園、

１００メートルの７０メートルの天然芝が２面と、人工芝が１面ほど持っております。近辺で

は、広域公園のホッケー会場が人工芝になってるんじゃないかと思いますし、古くいえば、こ

の町内にも南方のスポーツパークで人工芝がありました。廿日市市にも人工芝を持っておるグ

ラウンドがあるんじゃないかというふうに思いますけども、安芸高田市の運動公園のほうに行

って、いろいろ維持管理なり説明を受けたりしたんですけども、大体使用頻度によっては、年

数も変わってくるんだけども、１０年ぐらいは大丈夫だろうと、張りかえをしなくても。維持

費は全く要らないということです。私も現場をいろいろ回りましたけども、人工芝の周りのほ

うには、若干、間のほうに周りの雑草が少し網をくぐって入ってくるんかなということでした

けども、そこの管理者の方は、いやもう維持費は全く、落ち葉があれば、それを拾うような程

度で、全く維持費はかからないということでした。利用料については、若干利用料金が一日が

四千円ちょっと切れるぐらいで、利用料はちょっと高くなるんかもわかりませんけども、維持

管理が全く費用がかからないと、人の手間がかからないということで助かりますよということ

でした。人工芝の費用、工事費は少し高いものがつくんかもわかりませんが、そこらのぜひ検

討をして、子供たちも若干、そこの子供たちのサッカークラブ等で会場がいつも使えるという

こともないようですし、もし使えない場合は、町外をやるんだけども、先ほどの報告にありま

したように、町外の方も結構利用されているということで、会場を探すのも大変苦労されてる

ということでもありますし、雨天のときは、なかなか芝も傷んだりということで使いにくいと

いう状況もあるんだろうと思います。ぜひとも、本町が、サッカーだけではありませんけども、

スポーツを通じて健全な青少年育成をするという大きなテーマのもとに、町も取り組んでおる

わけですし、町の義務教育基本理念も心身を鍛え、健康で心豊かな子供たちを育てるというこ

とがありますので、サッカーだけに限らず、いろんなスポーツに対して、子供がいつでもスポ

ーツができる状況をつくっていただければというふうに思います。最後の締めの質問になりま

すけども、そういった意味合いの中で、多目的広場、競技場のフィールドを人工芝にする、前

向きに検討していただける気持ちがあるかどうか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（加計雅章） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） 今の運動公園の多目的広場の人工芝への張りかえ費用は、ざっと

１億円ぐらいかかるようであります。天然芝は、若干維持管理には手がかかるんですけども、

人工芝に比べて足への負担がはるかに少ないと。けがの防止にも有効であるということ、また、

女子のほうは、既にもう認められているようですけども、世界規格で、男子サッカーはまだ天

然芝だということもあります。また、日本サッカー協会からも、ここのグラウンドにつきまし

ては、現状でなかなか、いい十分ですよというふうな評価もいただいているということのよう

であります。人口規模とか財政状況に鑑みまして、人工芝への変更というのは、ちょっと当面

考えにくいのかなというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 私も結構な予算が必要だろうということは承知の上で、あえて質問している

わけですけども、面積も大変広いですし、子供のサッカーをするには３面ぐらいとれるぐらい

の広さだろうと思いますし、あまりにも広くて、今の天然芝のいいところもあります。ぜひ、
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これは要望でございますけども、天然芝のいいところは、今答弁のほうにありましたように、

いいんですが、ちょっと管理が遅れたり、手抜きをすると、大変、なかなか元に帰らないとい

う状況があります。ここの先ほど言いましたヘリポートもそうでありますし、小学校もグラウ

ンド、校庭を天然芝にされたところもありますけども、維持管理が大変だという声もお聞きを

しております。そこで、今の広い面積じゃなくて、狭い面積のこの隣のヘリポートを試験的に

人工芝にしてみる検討の余地はないでしょうか。今、余りにも水たまりで、雨が降ったりする

とじゅるじゅるですし、利用者も結構多いですし、雨の日もグラウンドゴルフなんかをされた

りしておりますけども、もう少しこぎれいに環境整備も含めて、どうもこれ以上の管理は行き

届かないんじゃないかなという気もしますので、試験的に、ヘリポートを人工芝にすることを

検討する余地があるかどうかお聞きをします。 

○議長（加計雅章） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） あれはサッカー等には使われておるんですが、管理がうちのほう

ではございません。済みません。 

○議長（加計雅章） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 私が聞いているところでは、人工芝はヘリの空気で剥がれることが

あるんで、アウトだということを聞いております。ですから、ヘリポートだけは天然芝でやら

せていただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） なかなか人工芝への道のりは遠いようでございますが、また、機会を捉えて、

また違う機会があれば、また質問なりさせていただければと思います。次に、大綱２点目の特

別職の報酬等の審議会の設置について質問をさせていただきます。これまで、過去、事務次官

通達というのが出されております。これは相当昔のことで、これは、この通達といいますか、

この審議会をつくるための条例、設置条例につきましては、基本的に議員の報酬、あるいは市

長の給与の額について、その権力の集中から招きやすくなる、わかりやすく言えば、勝手に、

自分の都合のいいような額を設定をするということを防ぐために合議制を採用した委員、住民

の方から選んだ審議会の委員の意見を聞いて行政の民主化を図るということでございます。わ

かりやすく言えば、本町で言えば、町長が報酬を上げたり下げたりするときに、議会に提出を

するけども、議会に提出する前に審議会という住民から選ばれた委員の意見、議論なり検討を

得て、議会に提出をするということでございます。この事務次官通達が昭和３９年ごろ出て、

そのときに、県段階では、もう早急にこういった条例を制定をしなさいよと。市町につきまし

ても都道府県と同じように制定をするような、これはあくまでも指導という形ですけども、と

いう話があります。この間、庁内には、町長、副町長、教育長については、特別職の職員で常

勤の者ということで、給与と旅費に関する条例が制定をされておりますし、議員については、

議員の議員報酬と費用弁償の条例、関係する条例、それから非常勤の者については、特別職の

職員で非常勤のものの報酬、費用弁償の条例が制定をされて、決まってきておりますけども、

現在、本町のそれぞれの特別職の報酬、これはずっと合併以降そのままの額であるのか、中に

は定数を増やしたり減らしたりということで変わったものもあろうかと思いますが、基本的に

変更されていますか。どうでしょうか。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 特別職の報酬については、合併時に現行の金額及び類似団体の例をもと
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に合併時に調整するというふうに合併協議会のほうでなっておりまして、合併時に定めたもの

でございます。その後については大きな改定はされておりません。審議会自体も合併前はござ

いましたけれども、今現在は審議会もないといったような状況でございます。 

○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 今、行政も情報公開をしていこうというふうな流れの中で、この特別職の報

酬を設置をする条例がなくて、ここ１０年ほどたってきております。どういった理由で、今の

額が決定をされたかというのにつきましては、合併協議会のほうで決定をされたということで

ございますので、今ここで議論をするつもりはありませんけども、この間、ずっと変更されて

ないということでございます。高いとか安いとかいう議論をしようとは思いませんけども、報

酬が。制度として、例えばこの１０年間動きがないということで、最低賃金を見ますと、毎年

ずうっと上がってきております。今年度が７６９円でございます。毎年少しずつ、１０円なり

２０円なりの額でずうっと上がってきてるんですけども、労働の対価で払われる賃金と謝礼的

な意味合いのある報酬との違いというのは私も認識をしておる気がしますので、賃金と同じよ

うに生活給でどうのこうの、物価が上がってどうのこうので動くものではないというのは承知

をしておりますけども、やっぱりこの社会環境なり経済環境が変わる中で、ずうっとこのまま

の額がどうだろうかという思いがあります。今回の条例提案で、これは非常勤の特別職の額が

改定をされる議案が提出をされておりますけども、提案理由をお聞きをしますと、状況に合っ

た委員の報酬を支払う必要があるということでございます。大体、ほとんどがその日一日での

定められた会議を持つような委員さんはほとんどですけども、日に６３００円でございます。

先ほど言いましたように、賃金とは性格が異なるものですけども、最低賃金をひょっとすれば

下回るんじゃないかというような額であります。先ほど言いましたように、また条例も出てい

るというふうなことですけども、審議会のない中で、議会が承認をしているというのは事実で

すけども、やはり住民の公正性から見ても、住民の意見を聞くというのは大変重要な時期じゃ

ないかというふうな思いもします。これまでいろんなまちづくり総合委員会であるとか、いろ

んな計画を策定をしたり、町にいろんなアドバイスをいただいたりする委員さん、多分６３０

０円ではなかったろうというふうに思います。そこで、条例にない、ここで決められてない額

を支払われていたような状況もあるんじゃないかと思いますけども、いかがでしょう。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 全ては、申し訳ございません。把握しておりません。ただ、基本的には、

委員でありますと、個別に決めてあるような金額を設定してあるような非常勤の特別職の委員

もございますし、その他の委員のところで、今議員がおっしゃられた日額６３００円というよ

うなところで、今の条例はでき上がっております。ですから、これの運用の中で、お支払いを

しているといったところというふうに考えております。 

○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） これまで、そういった意味で、この特別職の職員で非常勤のものの報酬、条

例に少し、現状に合ってない報酬体系になってなかったということで、運用で来たということ

ですけども、それも仕方ないやり方だったんだというふうに思います。このたびも出ておりま

すけども、やはり何度も同じことを繰り返して言よるんですけども、ぜひこの条例を制定をし

て、住民の審議会に諮って、この報酬というのは適正な額なのかどうかというのを第三者に諮

って、議会に提案していくという、本来の筋を通すのがいいんじゃないかというふうに思いま
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す。このたびの条例改正については、もう議案が出されているので、最終的には採決になるの

かどうなるかわかりませんけども、今のような状況ですので、早急に条例制定をして審議会に

諮るというふうに思います。また、来年３月には、常勤の特別職、町長選挙もありますし、議

会の選挙も待っております。その報酬についても、ずっと変わってないということであれば、

上げるのがいいのか下げるのがいいかという話ではありませんが、一つの機会として、早急に

今の取り組みをしていくべきだと思いますが、町長の判断はいかがでしょうか。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 議員方も私もその対象者でありますので、どういう形がいいというのは、私

が答えるべきとこでもないんかもわかりませんけども、基本的に議員が言われるように、審議

会をつくって検討させてもらう、意見を聞かせてもらうということが正しいというふうに思っ

ておりますので、そういう方向で進めさせてもらったらというふうに思います。 

○議長（加計雅章） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 今の町長の答弁にありましたように、自分のことだけ言いにくいというのも

ありますし、もっと広うに言えば、自分のことだけ上げてやろうというようなこともあり得る

わけであります。今、東のほうでは、相当銭金のところでマスコミをにぎわしておりますけど

も、自分のことだからこそ第三者の意見を聞くということが大事だろうというふうに思います。

言いにくいし、やりにくいというのが、そのための事務次官通達だと思いますし、こういった

制度だと思いますので、ぜひとも今年中に制定に向けた検討をお願いといいますか、要請をし

て、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（加計雅章） これで森脇議員の質問を終わります。次に、１６番、大林議員。 

○１６番（大林正行） １６番、大林正行でございます。通告しております、障害者差別解消法施

行に伴う町の施策と、今後の障害者支援策について質問いたします。平成２８年、今年の４月

１日から障害者差別解消法が施行されました。この法律は行政機関や民間事業者に対し、障害

を理由とする差別をなくすための措置を定め、障害がある人もない人も分け隔てなく、お互い

に人格と個性を尊重しながら共生できる社会をつくることを目的として定められました。本町

では、住んでみたい、住み続けたい、住んでよかったといえるまちづくりに取り組んでおりま

すが、このような観点からも障害がある人もない人も分け隔てなく共生できる社会をつくるこ

とが大変重要であると考え、この法律の施行に伴う町の取り組みと今後の障害者支援について

質問いたします。まず、障害者差別解消法施行の意義と、町としてどのように受けとめておら

れるのか、伺います。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） それでは福祉課からお答えをいたします。この法の意義と町の受けとめ

方についてですけども、今年の４月１日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、

障害者差別解消法が施行されました。この法律は、全ての国民が障害の有無により、分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会を実現することを目的として

います。行政機関だけでなく、民間事業者も一体となって、障害者の活動を制限し、社会参加

を制約している社会的障壁を取り除く自発的な取り組みの必要性がうたわれ、差別のない社会

へ向けてのより具体的取り組みを示した法律となっております。この法律の中には、不当な差

別的取り扱いの禁止、それから合理的配慮の提供、大きく２つの柱が明記されております。不

当な差別的取り扱いの禁止につきましては、国、地方公共団体、民間事業者は、障害のある人
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に対し、正当な理由なく、障害を理由に差別することを禁止しております。また、合理的配慮

の提供につきましては、国、地方公共団体は、障害のある人から、社会の中にある障壁、バリ

アを取り除くために何らかの配慮を必要としているとの意思が伝えられたときは、過重な負担

とならない範囲で対応することを法的義務としています。また、民間事業者につきましては、

対応することに努めるよう努力義務が課せられています。具体的には車いすの方が乗り物に乗

るときに、手助けをする駐車スペースを施設近くに設置する。順番を待つことが苦手な障害者

に対しまして、周囲の理解を得た上で手続順を変更するなど、さまざまな場面において合理的

配慮の仕方はさまざまとなっております。この障害者差別解消法は、官民を問わず、障害を理

由とする差別を禁止し、積極的な合理的配慮を促すことによって、障害のある人もない人も互

いに人格と個性を認め合いながら、ともに生きる社会の実現に向け、意義深い法律であると認

識しています。以上です。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） ただいま、この法の意義と受けとめ方についての説明ございました。不当

な差別をせず、あるいは合理的な配慮をするということでございますが、この法律の施行を受

けまして、町としては具体的な施策を考えておられましたら、どのような施策を考えておられ

るのかお伺いしたいと思います。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 地方公共団体は、国が定めた基本方針に即して、行政職員が適切に対応

するために必要な対応要領を定めることとされています。また、障害者及びその家族、その他

の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談体制の整備、障害を理由とする差別の解消

について理解を深めるための啓発活動の推進の３点を実施する必要があります。本町では、今

後、北広島町職員対応要領を定めてまいります。相談体制の整備につきましては、福祉課を相

談窓口としております。啓発活動の推進につきましては、これまででも行っております講演会

の開催、啓発パンフレットの配布など、引き続き、啓発、広報活動を行ってまいります。以上

です。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 今、大きな点で３点の説明がございました。それで、最初におっしゃいま

したように、法律では、行政職員が障害者に対して不当な差別をせず、また、合理的な配慮す

るよう義務づけておりまして、職員の方がどのように障害者と接すればよいのか、これをまと

めた対応要領というのを作成を義務づけておりますが、この対応要領は作成しておられますか

どうか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 行政職員の対応要領でございますが、総務課のほうから答弁させていた

だきます。障害を理由とする差別の解消の推進に関する北広島町職員対応要領という名称でご

ざいますが、今現在、その案の策定は完了しておりまして、告示を行うように準備を進めてい

るところでございます。対応要領の本旨につきましては、障害を理由とする差別について、一

律に定められるものではなく、特定の行為が差別に該当するか否かについては、事案に応じて

個別に判断されるものであり、分野等の特性に応じて具体的事例等を示すものであるというふ

うに理解をしております。また今後の社会情勢の変化でありますとか、障害に対する理解の深

まりなどに伴いまして、柔軟に見直しを行い、内容の充実を図っていきたいというふうに考え
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ております。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 対応要領につきましては、今はまだできてないということで、案の段階で、

これから告示をする用意ということでございましたけれども、この法律は平成２５年の６月に

成立をしております。それで行政であるとか民間業者も即対応はできないということで、その

準備期間が必要であるということで、３年後の今年４月１日から施行されるということになり

ました。３年間の準備期間があったわけでございますが、なぜ、この４月１日の施行日に間に

合わないのか。少し、そこのところが納得いかないんですけど、お聞きしたいと思います。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） この対応要領につきましては、努力義務というふうにはされております

が、ほぼ、全ての自治体が２８年度上半期に策定済みのものも含めまして、策定予定というふ

うに聞いております。本町といたしましても、これまでも準備を進めてきたわけですけれども、

ここまで時間がかかってしまったといったところでございます。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 確かに全国的に見れば、４月１日にできている全国の市区町村は２１％と

いうことで非常に少ない。せっかくいい法律ができても、行政等の対応がおくれているという

ことがあります。これには国の主導等も問題があったというふうなことも考えられますけれど

も、既に案ができておるということでありますけれども、健常者が想像する差別と、障害者が

実際に体験する差別には大きな隔たりがあるというふうに言われております。対応要領を作成

するに当たり、障害者であるとか障害者団体等の関係者を対象としたアンケート、また、職員

の対応に差別を感じた経験であるとか、障害者が必要とする配慮の具体例を尋ねるパブリック

コメントを募集する計画はありませんか。また、今つくられた案は、そのような経緯を踏まれ

た上でつくられたものかどうか、お伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 案といたしまして、ほぼでき上がっているところでございますけれども、

そういったパブリックコメントでありますとか、障害者の実際の声を聞いたという経緯でつく

ったものではございません。国でありますとか、県のものを参考にさせていただいて対応要領

のほうはつくらせていただきました。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） そういった、実際関係する障害者の方の意見等は聞いてなくてつくってあ

るということで、国のもの等参考にされたということでありますけれども、ここに世羅町のも

のと総務省のものがあります。これはつくったら公表するということになっておりますので、

ありますけれども、これは、どちらもほぼ同じです。つまり国がつくったものを、ただコピー

したんじゃないか、そういうような気がしてなりません。幸いまだ本町は告示をされておりま

せんので、ぜひ、障害者であるとか関係団体の意見をよく聞いて、他の市町がまねをするよう

な、そういったものをつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（加計雅章） 副町長。 

○副町長（空田賢治） このたびの対応要領につきましては、一番参考にさせていただいたのは、

県の取り組みでございます。実は、県のほうが２月９日付で対応要領制定しておりまして、そ

れをつくるに当たって、いろんな団体との聞き取りとか、そういったプロセスを経てやってお
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ります。それを参考にするということで、早くから準備はしてたんですけれども、この３月ま

で少し伸びてしまったと。というのは、議員もおっしゃるように、この考え方、２つの点を配

慮しなくちゃいけないということがありましたけれども、これを行政の中にどうやって植えつ

けていくかということが大事なことでありまして、そこら辺の方法をどうするかということも

含めて、告示をしまして、速やかに役場内に浸透していくということを進めるということで少

し時間かかりました。そのプロセスについては、パブリックコメント等はこのたびやっており

ませんけれども、その県の取り組みを参考につくらせていただいたということでございます。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 県のほうでは、そういったパブリックコメント等とられた上でつくられた

ということで、それを参考にしたのでということだと思いますけれども、これは、今、副町長

が言われましたように、これから行政の中、職員、管理職から担当者まで、全ての方に浸透さ

せるのが目的だと思います。そのためには、その教材といいますか、これが対応要領になると

いうことで、具体的な、こういうことが差別になる。あるいは、合理的な配慮を欠けたことに

なるということを詳しくわかりやすく述べたものが対応要領であるというふうに私は思ってお

ります。今、先ほど言いましたけれども、世羅町とか各省庁も皆つくっておりますけれども、

なかなかその辺が読んでもわかりにくい、特にこの北広島町にとって、県のものとは違う要素

もあると思います。そういった意味で、例えば庁舎だろうとか、支所であろうとか、そういっ

たところも県とは違うということで、そういった北広島町に特化したものもあるんじゃないか

と。その辺は障害者、あるいは障害者団体の方に聞いてみないとわからない。そういった意味

で、その方たちの意見を聞く。全町民に対して意見を聞くのではなくて、私は、障害者団体の

方に意見を聞けば、そんなに時間もかからないし、できると。例えば、今できている案を見て

もらって、中につけ加えること、あるいは削除することはありませんか。そういった対応が必

要ではないか。そうしてできたものであれば、職員が、誰が読んでも、即落ちるというふうに

考えるので、ちょっとしつこく言っておりますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（加計雅章） 副町長。 

○副町長（空田賢治） 今のご意見踏まえまして、そういう団体の方等に確認するということも含

めて検討してみたいと思います。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） よろしくお願いします。それで、この障害者差別解消の対応は、福祉課で

あるとか総務課だけの問題ではなくて、全部署、全職員の問題であります。その意味で、これ

から職員研修をされるんだと思いますけれども、どのようなことを考えておられるのかお伺い

いたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 職員に対しては、まず、この対応要領、このことを徹底するのが、まず

第一番だというふうに考えております。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 私もそのように思います。そのためにも立派な対応要領の作成をお願いい

たします。それから、もう一つは、町民への周知、啓発も非常に重要な問題であると思います。

どのような方法で、町民の方へ周知徹底を図られるのか、お伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 
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○総務課長（古川達也） 対応要領については、でき上がりましたら、ホームページ上で公開、ま

た広報誌等で町民のほうに広報していこうと思います。また、この全体的な話になりますと、

福祉の施策のほうで展開していくといったことになると思います。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 次に、内閣府は、市区町村に対しまして、障害者の身近な相談窓口として、

障害者差別解消支援地域協議会というのを設置するよう進めておりますけれども、本町では設

置されておりますか。また、これから設置される考えがあるかどうかお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 障害者差別を解消するネットワークとしまして、さまざまな機関などに

よります差別支援地域協議会をつくることができるとされております。本町では、既存組織で

あります北広島町地域自立支援協議会を地域協議会に併用し、関係者が話し合う場を設けまし

て、合理的配慮等々の磨きをかけてまいりたいと考えております。立ち上げに当たっては、こ

れからとなります。以上です。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 既存の組織を活用してということで、たくさん組織をつくればいいという

ものではないと思いますけれども、この地域協議会は、障害者の相談を受けたり、解決に向け

て対応するのが役割でありまして、構成メンバーは自治体、それから学識経験者、障害者団体、

家族会、医師、看護師などというふうにされておりますけれども、こういう方がメンバーに入

っておられるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 地域自立支援協議会のメンバーの構成ですけれども、学識経験者３名、

それから障害者団体の代表３名、それから福祉施設の関係の代表者が３名ということで、９名

で組織されております。以上です。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） わかりました。そういった自立支援協議会、そちらのほうで進めていただ

きたいと思います。次に、民間事業者の場合でございますけれども、不当な差別的取り扱いの

禁止、これは法的義務、それから合理的配慮の提供は努力義務というふうにされておりますけ

れども、民間事業者の場合は、やはり趣旨については理解はされている。必要性は理解されて

おりますけれども、やはり経費であるとか時間的な問題で、なかなか取り組めないというケー

スもあるのではないかと思います。そういった意味で、その相談窓口でありますとか支援制度

を設ける考えがあるのかどうかお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 民間事業者への指導等々につきましてですけども、まず、この法律は、

行政機関などには率先した取り組みを行うべき主体として義務を課されております。一方、民

間事業者に関しましては努力義務を課した上で自主的な取り組みを促すものとなっております。

民間事業者に対しましての指導等々につきましては、基本的には、主務大臣が事業分野別の対

応指針を策定して、その指導に当たるというのが取り扱いとなっておりますけれども、しかし

ながら、本町にも事業所がたくさんあります。さまざまな機会を通じて、法の趣旨や目的など

理解していただくように広報活動を推進してまいりたいと考えております。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 
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○１６番（大林正行） 障害者の方は行政だけを利用されるんじゃなくて、むしろ民間の商店であ

るとか飲食店であるとか、そういったところを利用することも多いと思います。そういったと

きに、やはりスロープがないであるとか、車いすが通れないとか、そういった問題もあろうと

思いますので、先ほど努力義務と言われましたけれども、やはりこの町が誰でも住みやすい町

にするためには、そういった民間業者の方の協力も要ると思いますので、ぜひ、相談窓口なり

支援制度をお考えいただきたいというふうに思います。次の質問にまいります。本町の障害者

の数について、障害事由別にお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） ２８年４月２日現在では、身体障害者手帳所持者は１２９２名、療育手

帳の所持者が２３３名、精神保健福祉手帳所持者が１９９名となっております。以上です。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 今おっしゃった数値で、あと難病患者もいらっしゃると思いますので、こ

れを加えますと、約１９００人ということで、人口の約１０％弱の方が何らかの手帳をお持ち

だというのが実態だと思います。私は５年前に聞いたことがありまして、そのとき、たしか１

７００人程度というふうに思っているんですけれども、障害者の方の数は、年々増加傾向にあ

るというふうに捉えていいのでしょうか。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 障害者の数につきましては、ちょっと今手元に資料がございませんので、

また後ほどお答えをさせていただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 私は、人口が減る、そして高齢化が進むということで、率にすれば増えて

るんじゃないかということで思ったわけで、詳細については、また後でお願いしたいと思いま

す。それから次に、先ほどからの質問の中にもありますけれども、障害者の活動を制限し、社

会への参加を制約している障壁にはどのようなものがあるというふうに認識しておられるのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） この法律の中でうたわれております社会的障害の定義につきましては、

障害のある人にとって、日常生活、または社会生活を営む上で、障壁となるような社会におけ

る事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。具体的な例を挙げてみますと、障害

者の利用を想定しない構築物の建設、例えばトイレ、エレベーター、カウンター等といったハ

ード面のこともあります。また、障害や障害のある人に対する差別や偏見、疎外感など内面的

な部分もあると認識しております。その障壁を取り除く対策としましては、公共施設、公共交

通機関、歩行空間など生活空間のバリアフリー化を推進し、誰もが快適で生活しやすいユニバ

ーサルデザイン、全ての人が利用可能なデザインに配慮しながら、まちづくりに取り組んでい

くことが必要と考えております。また、障害を持つ、持たない者とが平等で生活できる社会、

ノーマライゼーションの理念を地域社会へ浸透させていくため、住民が障害について正しい理

解を深めるため、さまざまな機会や情報媒体を活用して、啓発、広報活動を推進していくこと

と、この両面が必要であると考えております。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 私は、平成２３年に本庁舎の入り口に設置してあります点字ブロックを障
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害者の窓口であります福祉課でありますとか、その奥にあります多目的トイレまで延長する必

要があるのではないかという質問をいたしました。答弁では、点字ブロックの延長含めて、庁

舎内のバリアについて点検をしていると言われましたけれども、その点検はされたのかどうか、

随分昔の話なんですけれども、というのは、点字ブロックの延長が今もってそのままというこ

とでありますので、その辺のことをお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 点字ブロックにつきましては、正面玄関から町民課の窓口までという設

置になっております。庁舎内におきましては、職員が出向いて対応したり、誘導したりすると

いうこととしております。点字ブロックの延長なんですけれども、通路の幅の関係であります

とか、いろいろ物理的な要素がありますので、先ほども障害者の方の団体の方の意見を聞くと、

対応要領のときもありましたけれども、この辺についてもご意見を伺いたいと思います。物理

的に可能であるようならば検討はしていきたいと考えております。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） わかりました。次に、先週の６月１１日の新聞に出ておりましたけれども、

呉市議会は、障害者差別解消法の施行を受けて、今定例会から、手話通訳と要約筆記通訳を取

り入れるというふうに報道されておりました。非常に前向きな取り組みであると思いました。

きたひろネットの１１チャンネルでは、町政の窓でありますとか議会中継などが放映され、多

くの方から好評のようでありますが、聴覚障害者の方や高齢化による難聴の方も増えておりま

すので、そのような人も理解しやすいように、手話通訳でありますとか、テロップを入れる考

えはありませんでしょうか。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） きたひろネットのコミュニティチャンネルの中では、自主制作で文字情

報としての北広島町からのお知らせを放送しております。また、月１回の図書館だよりの中で、

北広島の民話を取り上げておりますが、こちらは朗読したもの全て字幕つきといった形で放送

はさせていただいております。今後につきましては、自主制作の番組内でできる範囲で文字情

報取り入れるなど、障害者にもやさしい番組づくりを心がけてまいりたいというふうに考えて

おります。手話通訳の導入につきましては、町内、その手話通訳のグループ等ございませんの

で、その辺を考えて導入については研究はしていきたいというふうに思っております。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） これから、まだテロップ等増やしていくということでございますが、ぜひ、

そういった方も増えておりますので、配慮をお願いしたいと思います。それからもう一つ、き

たひろネットの問題でありますけれども、障害者の中には、さまざまな分野で活躍されている

方がおられます。例えば、先般も陸上競技の国際大会でメダルを獲得された方もおられます。

このような方々であるとか、障害者団体の活動状況をきたひろネットで取り上げていけば、い

ろいろなバリアを取り除くことができると思いますし、また健常者との相互理解も深めること

ができると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） これまでも障害者のスポーツ大会への参加、アンプティサッカー交流会

や作業所などの紹介をきたひろネットで紹介してきたところですが、障害や障害者に対する正

しい理解をさらに深めるためにも、今後も可能な限り紹介していきたいと考えております。 
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○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 健常者との関係を構築するためにもよろしくお願いしたいと思います。そ

れから先ほど申しましたけれども、障害者の手帳持っておられる方が、人口の約１割おられま

すけれども、障害者団体の加入状況でありますとか活動状況についてお伺いしたいと思います。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 町内には身体障害者、知的障害者、精神障害者の当事者の会、また、そ

の家族の会が組織されております。現在、任意団体の６団体が町内で活動されております。身

体障害者連合会におきましては、現在、約２６０人の会員がおられ、スポーツ・レクリエーシ

ョン教室への参加や会報の発行、研修会への参加などの活動を続けられております。しかしな

がら、会員数の減少、会員の高齢化など課題もあると認識しております。町としましても、障

害者団体の活性化と自立した活動を支援してまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 今おっしゃいましたように、高齢化によって会員が減少しているというこ

とで、会費の収入も減っているということで、会報の発行等にも苦労されているというふうに

聞いておりますけれども、今でも補助金は、これは多分社協からだと思いますけれども、出し

ておられますけれども、今後、その辺の活動に対する町からの補助金についてはどのようにお

考えか、伺いたいと思います。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 障害者団体への補助金については、先ほどありましたように、社協を通

じて補助しております。町としましては、現行のままで継続してまいりたいなと考えておりま

す。いずれにしましても、任意団体等とのしっかり連携を深めながら、つながりを持つことが

一番大切だと考えておりますので、会の会合にも参加して相談等々も受けてまいりたいと考え

ております。以上です。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 次に、障害者の雇用問題でございますけれども、地方公共団体の障害者雇

用率は２．１％以上、民間企業は１．８％以上となっておりますけれども、本町の障害者の職

員への雇用状況についてはどのようになっているのか、伺いたいと思います。また、民間事業

者への指導については、どのように行っておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 当町の障害者雇用率でございますが、平成２７年６月１日現在で３．６

１％となっております。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 北広島町におきます障害者の採用状況についてなんですけども。済みま

せん、民間への指導体制ということですか。 

○議長（加計雅章） 暫時休憩します。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ３時 ０７分  休 憩 
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午後  ３時 ０８分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 再開いたします。副町長。 

○副町長（空田賢治） 民間事業者に対する法定雇用を遵守することについての指導でございます

けれども、労働基準監督署でありますとか、国の関係機関と連携をとりながら、また、庁舎で

は、商工労働とか企画課とか雇用対策をやっているところと、そして当然福祉課と連携をとり

ながら協調して指導してまいりたいと思っております。役場内では、法定雇用率を守っており

ますけれども、それは当然でございますけれども、それを民間についても守っていただけるよ

うに、引き続き連携をとりながら指導してまいりたいと思っております。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 本町の障害者雇用率３．６１％ということで、たしか５年前には２．４％

ということで、法定数ぎりぎりといいますか、５人ということでありましたけれども、その後、

雇用が進んでいるということで、大変ありがたいことであると思います。やはり障害者の方も

仕事があること、生活基盤がしっかりしていることというのが何にも増して大事なことである

と思いますので、ぜひ、これから本町、あるいは民間事業者へのご指導もよろしくお願いした

いと思います。最後の項目でございますけれども、広島市の土砂災害、あるいは熊本の地震な

ど、現在、大規模災害が後を絶ちません。大規模災害は、いつどこで発生するかわからない不

安な状況が続いておりますけれども、大規模災害時におけます障害者の避難対策と要救護者の

把握についてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 災害時の要配慮者の把握につきましては、平成２５年に災害対策基本法

が改正され、全国の市町村は、避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられました。これを受

けまして、本町では、施設入所、長期入院中の方を除く身体障害者手帳２級以上、療育手帳Ａ

以上、精神保健福祉手帳１級、難病患者、要介護４以上、その他支援を必要とする方を登録し

た名簿を策定しております。平成２８年６月１日現在では、名簿登録者数は５２５名となって

おります。要配慮者に対する避難対策としましては、この６月１日から消防署によりますファ

クス、１１９、ｅメール１１９通報システムの開始など、障害者に配慮した防災体制の整備に

取り組んでいるところです。今後も防災担当部局と福祉部局との連携のもと、平常時より、要

配慮者の情報を共有し、また、自主防災組織、社会福祉協議会、民生委員などの避難支援に携

わる関係者と連携しながら、地域全体で要配慮者の避難誘導、情報伝達、救助等の体制整備に

努めてまいりたいと考えております。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 今おっしゃいましたように、東日本大震災を契機に災害対策基本法が改正

されて、今おっしゃったような名簿の作成ということになったようですけれども、本町では、

平成２２年６月からだと思いますけれども、災害時要救護者避難支援制度というのができてお

りまして、これに登録者、たしか１００名に満たないような状況でありましたけれども、この

制度と今回、これは２５年にできた制度だと思いますけれども、避難行動要支援者制度、これ

は災対法に基づくものでありますけれども、この関係がちょっと私わかりにくいんですけれど
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も、どのような関係になったのか。新しい法律に包含されてしまったのかどうか、そこをお聞

きしたいと思います。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 本町では、平成２２年に北広島町災害時要援護者避難支援計画を策定し

まして、災害時要援護者避難支援制度を開始しております。そうした中で、平成２３年の東日

本大震災が発生しまして、被災者全体の死傷者のうち６５歳以上の高齢者の死者数は約６割と

いうことで、障害者の死亡率は、被災住民全体の死亡率の２倍に上ったということで、また、

安否確認に必要な住民の氏名、住所等の個人情報をその個人情報の保護の観点から、支援団体

に対し、提供を拒む自治体がありました。より効力のある避難支援ができなかったということ

で、こうした反省を踏まえて、平成２５年に災害対策基本法の改正がありまして、全国の市町

は、避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられたということで、２つのこうした名簿の作成

ということになっております。 

○議長（加計雅章） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 先ほどありましたように、やはり災害のときには障害者であるとか高齢者、

要介護者、こういった方が被害に遭う確率は高くなると思いますので、ぜひ、今５２５人の名

簿、行政報告の数字と違いますけれども、５００人以上の方が名簿登録ということで、ぜひ、

これを活用して、それぞれ支援関係者とも連携をとって、いざというときの準備をしていただ

きたいと思います。以上で、私の質問を終わります。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 質問の障害者手帳の所持者の状況ですけども、年々微増傾向にあります。

以上です。 

○議長（加計雅章） これで大林議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。３時３０分より

再開いたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ３時 １５分  休 憩 

 

午後  ３時 ３０分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 再開をいたします。次に、１７番、宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） １７番、宮本裕之でございます。さきに通告しております大綱２点につい

て質問をいたします。質問の１点目は、健康寿命延伸のための３大疾病予防及び禁煙促進を問

うものでございます。我が国は現在、世界で最たる長寿国となっております。これは医療の著

しい進歩や食生活を初めとする生活習慣病の予防等に取り組んできた成果とも考えられます。

しかしながら、３大疾病とよばれるがん、急性心筋梗塞、脳卒中は、依然と高い死亡原因とな

っています。こうした状況の中、北広島町内の団塊の世代が後期高齢者になる１０年後は、さ

らに高齢化率は高まり、こうした病気に加えて、介護や福祉分野の需要がますます増え、医療
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費など社会保障の増大が懸念されます。高齢者の今後の増加を直視しますと、平均寿命以上に

健康寿命の延伸を図り、より多くの高齢者が健康で明るい毎日を送れることが元気なまちづく

りの大きな要件になるものと考えます。国は、健康日本２１、から、健康増進法、へとさらな

る生活習慣病予防と健康寿命を延伸する取り組みを目指してきました。また、新たにスマー

ト・ライフ・プロジェクトと銘打ち、望ましい健康寿命の延伸に向けて、適度な運動、適切な

食生活、禁煙とがんなどの検診や健康診断の積極的な受診を呼びかけております。本町におい

ても、高齢者の自助努力を促すための元気づくり推進事業の取り組みが広がり、成果を上げて

きていることに対し、高く評価するものであります。そこで、今後の本町における健康寿命の

延伸対策及び３大疾病予防と禁煙促進の取り組みについてお尋ねをいたします。最初に、昨年

までの本町の平均寿命と健康寿命、全国平均と比べてどういう状況なのかお尋ねいたします。 

○議長（加計雅章） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） ご質問いただきました平均寿命と健康寿命について、保健課からお答

えをさせていただきます。全国平均と平均できる数字が平成２２年のものでございますので、

平成２２年の数字でお伝えいたします。平成２２年の本町の平均寿命は、男性７８．７歳、女

性８７．１歳です。健康寿命は、男性７７．２歳、女性８３．４歳です。全国の平均寿命は、

男性７９．５歳、女性８６．３歳です。健康寿命のほうは、男性７０．４歳、女性７３．６歳

です。本町の平均寿命は、男性では、全国の平均より０．８歳低く、女性は０．８歳長くなっ

ております。健康寿命は、男性、女性ともに全国の平均よりも長くなっております。以上でご

ざいます。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 今、平成２２年の統計の数値で比較して、本町の健康寿命は全国平均より

も上回っているという答弁でございました。これ非常によい数字だと思います。２０２０年の

東京オリンピックの話題で、２０２５年のこうした高齢化の問題がとかく消えて隠れてしまう

んですが、東京オリンピック終わったら、この問題が最大の大きなこの日本の抱える課題とな

ってくるのは間違いないと言えます。そうした中で、本町の医療費の経過ですね。合併してか

らでよろしいんですが、お答えいただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 本町の医療費の推移ということでございます。国民健康保険一般被保険

者についての医療費でお答えさせていただきます。国民健康保険一般被保険者の１人当たりの

医療費でございますが、合併後、平成１７年度の１人当たりの医療費２１万３６９３円から

徐々に上昇しており、平成２４年度、３１万３９４７円をピークに下降しており、平成２７年

度は２９万９０５３円の見込みとなっております。以上です。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 平成２４年の３１万３９４７円から下がってきているという、これは要因

的にはやはり健康推進事業の影響なんかもあると考えてよろしいんかと思うんですが、全国で

は大変医療費が上がっております。厚生省の平成２５年の公表では４０兆円を超えてます。こ

れが２０２５年には５４兆円という試算が出てます。１人当たり、現在、全国平均３１万４７

００円、これに比べると、うちはまだ２万ぐらい安いと。ぜひともこういった数値を減少させ

ていく流れが必要だと思います。この後期高齢化の医療費は、現在、一人頭９０万円ぐらいか

かってるんです。これも２０２５年には２０兆円を超えるだろうという予測がされております。



 

- 66 - 

こうした３大疾病を初めとする高齢者対策、元気でおっていただかなくちゃいけない。そうし

た中で、本町における死亡原因の多い疾病、病気ですね。これは喫煙の関係とあわせて、どん

な関係があるのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 死亡原因の多い疾病について、保健課からお答えをさせていただきま

す。本町の死亡原因の疾病は、多い順に、がん、心疾患、脳血管疾患、肺炎、老衰、糖尿病の

順になっております。平成２６年度の特定健診受診時の問診で、たばこを吸っていると回答し

た人の割合は、本町は１２．４％で、県平均１１．１％よりも高くなっていました。また、喫

煙が原因でふえている病気ＣＯＰＤ、いわゆる肺気腫や慢性気管支炎などの慢性閉塞性肺疾患

による死亡者数は全国的に増加傾向にありますが、ＣＯＰＤの標準化死亡比を見ると、本町は

県平均よりも高くなっております。喫煙は、がん、心疾患、脳血管疾患、肺炎など死因のほと

んどと密接に関係していることが証明されております。以上です。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 今、保健課長の説明によって、やはり健康に大きな影響を与えている喫煙

というものをどのようにこれから対策をしていくかということ、決して私はこの議場にも多く

の愛煙家がおられますので、敵視しているわけではございません。やはり本人の健康と、その

家族の健康を心から願うから、こういった質問させていただいておるわけで、皆さんも、愛煙

家の皆さん、私を憎まないようにしっかり聞いていただきたい。それでは、３大疾病に対する

今後の取り組みもあるんですが、我が町では、がん、心疾患、脳血管障害、肺炎、同じような

３大疾病、随分前までは肺炎が３位ぐらいまであったわけですから、ほとんど同じ全国の流れ

があるということでございます。そうしたことで、今後の取り組みについてお伺いをいたしま

す。 

○議長（加計雅章） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 今後の取り組みについて、保健課からお答えをさせていただきます。   

３大疾病に対する今後の取り組みとしては、特定健診及びがん検診を年に一度は受けていただ

くよう機会あるごとに受診勧奨を行います。また、がん検診を受けられて、要精密検査となら

れた方には、必ず精密検査を受けていただくよう周知していき、病気の早期発見、早期治療の

取り組みを進めてまいります。禁煙促進の取り組みとしては、平成２７年度の妊娠届け出の結

果から、妊婦の夫の喫煙率が４０％を超えていることがわかりましたので、受動喫煙の害につ

いて、妊婦教室や育児相談などの母子保健事業の際にお伝えをしております。禁煙外来につき

ましては、町内の２つの医療機関で専門外来を開設されております。禁煙を希望される方には、

そちらをご紹介させていただいております。また、５月の３１日は世界禁煙デーということで、

広報５月号に禁煙外来や受動喫煙防止について記事を掲載し、周知をさせていただいたところ

でございます。平成２８年４月１日から広島県がん対策推進条例により、受動喫煙防止対策が

義務化されたことを受け、本町においても、受動喫煙防止について関係機関と連携し、取り組

んでまいります。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） しっかりと、この３大疾病の予防及び生活習慣病の予防に対して取り組ん

でいくという姿勢を今答弁でしていただいたんで、保健課長、今年から新たに課長としてしっ

かりと取り組んでいってもらいたいと要望しておきます。次に、公的建築物及び敷地内におけ



 

- 67 - 

る喫煙ルールと指導について、職員及び教職員に対する指導はどのようにされておられるのか、

お聞きいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 公的建築物につきましては、ほぼ、建物については禁煙、ですから、敷

地内に喫煙所を設けているといった状態です。ですが役場本庁、それから支所については、建

物内に喫煙室を設けて、分煙をしているといった状態です。職員へのルール、指導ということ

でございますが、特別にその喫煙ルールとか指導というのは、今は行っておりません。マナー

を守って喫煙をしているといった状態です。 

○議長（加計雅章） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） それでは教職員に対してということでございますけども、北広島町

では、平成１８年から、全ての公立小中学校において敷地内禁煙を実施しております。以上で

ございます。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 総務課長の答弁によりますと、禁煙ルールの指導はしてはいないけど、マ

ナーを守ってのということですね。これに対して、町民から接遇にも関するんだろうと思うん

ですが、行ったら、たばこを吸いにいっておらなかった、担当者がとか。千代田の町民グラウ

ンド、隣のグラウンドですね。ここでグラウンドゴルフやらサッカーをされる方が、頻繁に外

で職員がたばこを吸っていると。非常に不快であったと。私が一般質問を出したから、外にあ

った灰皿なくなってましたね。これはどういったことで撤去されたんでしょうか。お伺いいた

します。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） たまたまタイミングが一緒でありまして、実は、屋外に灰皿を設置をし

ておるところが西側の入り口、撤去いたしました。もう１カ所、きたひろネットのトイレのと

ころにございます。風等によって、たばこの煙、受動喫煙になってしまうということで、西側

の入り口の灰皿は撤去をさせていただきました。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 町民の皆様の厳しい目というのは、そうして私たち議員にも来るわけです

よ。今回は、あと資料いろいろいただきました。ここに本年度の地域保健対策協議会の総会の

資料というのがあるんですね。これ、あと中身を説明させてもらうんですが、こういった資料

を私に送っていただいて、ぜひとも喫煙に対するマナーの徹底と、受動喫煙とか、たばこによ

る被害をしっかりと町民に受けとめていただきたいという、この方もやはり健康、町民の健康

を切に願っている方がそういう要望をしてこられたわけでございます。そうした中で、今言わ

れましたように、外でたばこを吸われたものが、あそこ扉が春から夏にちょっと暑くなるとき

に開いてますわね。そうすると自然に入ってくると。これ受動喫煙になってしまうということ

で、こういったことはやっぱりやめてほしいということも言われておられたんで、奇遇ですね、

私が一般質問出したら、途端になくなったということで、しっかりと、職員がいつ、これトイ

レと同じように、自然現象でたばこを吸われるという職員がおるというのも伺ったんですよ。

それは嗜好品からは外れてしまいますよ、そういうマナーは。中毒的、依存症的な行動をとっ

てるということになってくる。厳しい表現をさせてもらうんですけど、やはりそういった目で、

これは接遇と同じような感触で、住民の皆さんは見られております。コーヒーが飲みたかった
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ら、いつでも４階の自動販売機のところへ行っていいわけですか。そういったことは通らない

でしょ。そういうところもマナーとしてはしっかりと、嗜好品は嗜好品、そういう目で指導を

管理職の方もしていただきたい。どうでしょうか、総務課長。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 喫煙につきましては、肯定的な意見はほとんどないというふうに捉えて

おります。本人の健康管理の面も含めて、それから喫煙ルール、勤務時間中のルール、それら

もございます。また、今年４月からは県の条例化をされまして、官公庁については禁煙、また

は完全な分煙と、さらには、その周辺についても受動喫煙がないようにという努力義務まで課

されております。こういった関係もございますので、庁舎内及び敷地内については喫煙ルール

について全面的な見直しをしていきたいというふうに考えております。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 私、この資料もいただいたんですが、皆さんのお手元にもあると思うんで

すが、日本という国が一番受動喫煙対策におくれている国だといわれておるのも事実です。世

界の状況から見ると、この表のように、ほとんどペケがついておるのが日本であります。この

ペケというのは、対策がとられてないということですから、愛煙家の皆さんには、そんなに悪

い表ではないんですが、世界から見ると、オリンピックが始まる東京であるのに、そこら中で

喫煙されとる方がおられるというような場面はあまり見たくないということも、これには書い

てありました。ということもしっかり把握していただきたいと思います。次に、平成２８年度

予算で、町たばこ税が増額していた要因と、たばこ税は、どういった使途に使われるのか。限

定されているのか、そういう点についてお伺いします。 

○議長（加計雅章） 税務課長。 

○税務課長（西村 豊） 新年度予算において、町たばこ税が増額している要因ということでござ

います。町たばこ税の平成２８年度予算につきましては、平成２８年４月から、旧３級品のた

ばこ税の税率が１本当たり０．４３円引き上がっております。そのことを考慮して３９万２０

００円の増額となっております。使途につきましては、固定資産税、町民税と同じく一般財源

として活用させていただいております。以上です。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 先ほどの地域保健対策協議会の総会資料の中で、平成２７年度の状況とい

う、この受動喫煙防止の取り組みの表が載っております。この中によりますと、夫の喫煙率は

年々下がってきているということがうたってあります。喫煙率が下がってくると、少々たばこ

が０．何円上がっても、そんなに増加するというのは考えられないから、やっぱりある程度、

若者とか女性の喫煙率が逆に高まるという、そういう見込みをしているんじゃないかと、私は

思ったんですが、違いましょうか。どうでしょうか。 

○議長（加計雅章） 税務課長。 

○税務課長（西村 豊） 年齢別のたばこの喫煙者数というのは、ちょっと税務課のほうでは把握

をしておりませんが、本数、こちらで言いますと、平成２６年度から２７年度まで４万１００

０本、これ、もとの数が２６２０万本の中の４万１０００本なんですが、これだけ本数は減っ

ております。ただ、本数は減っておるんですが、その旧３級品、これ税額でいいますと、旧３

級品が減って、逆に旧３級品を除くもの、税率の高いもの、こちらが増えておりますので、本

数は減ったわけでございますが、税額としたら、ほとんど変わりがなく、そして旧３級品が上
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がった分だけ増額となった予算としているというところでございます。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） これ保健課長と税務課長では相反する思いになると思うんですよ。片や、

たばこの喫煙者を減らして、健康者を増やしたい、片や、ある程度税金も欲しいという、これ

は厳しい事情である我が町の３０億ないうちの１億円がたばこ税として入ってくるわけですか

ら、そこの重要性というのは私も認識しているんですが、あえていえば、日本のたばこ税が１

兆６００億ぐらいあるんですが、この収入どころの騒ぎじゃないぐらいの喫煙による病人、医

療費が上がってきているという実情が今の何とか喫煙率を下げようという方針になってきてい

るわけですから、ここら辺も、だからたばこ税が減ったからといって、税務課長がっくりしな

いように、そのぐらい北広島町の今度は健康人口が増えていると思っていただいて、ほかのと

ころから、健康者の税金をもらうというふうにイメージを変えるということも必要だと思いま

す。それで、使途なんですが、やっぱり喫煙される方は、せっかくたばこ税払ってるのに一般

財の中で何に使われているのかわからないという思いに対しては、どういう思いがあるかとい

うのは複雑なんですが、私、ある人に聞いてみたら、やっぱりレストランとか飲食するところ

で、非常に肩身の狭い思いをするんだと。分煙といっても、席を分けて、こっちが喫煙、こっ

ちが禁煙だったら、これ意味ないんですよ。同じ室内では。やはり換気扇をつけるとか、エア

カーテンをするとかいうはっきりした枠をせんと分煙の意味はないんですよ。だから、そうい

った施設をつくるというような事業所が出てきたら、そういったところに補助をするとか、そ

ういうことも考えてほしいという、愛煙家の要望がありました。こういう要望に対してどう思

われますか、副町長。 

○議長（加計雅章） 副町長。 

○副町長（空田賢治） 私自身がたばこを吸わないんで、宮本議員の主張に全面的に賛成なんです

けれども、今の事情、たばこ税が一般財源の要素、重要な部分を占めているということから鑑

みると、それを分煙対策に全部充てるということはどうなのかなというふうに思います。ただ、

今のたばこの１箱の半分が国税と地方税合わせると税金であるということも事実ですので、そ

のことも理解をした上でたばこは吸われているんだと思いますが、いずれにしましても、受動

喫煙については本当明確な基準がありますので、そこについては、徹底した対策というのをや

っていかなくちゃいけないというふうに思ってます。済みません、ちょっと答えになってませ

んけども。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 副町長、素直な答弁いただきましてありがとうございます。どうなんでし

ょう、こういった取り組み、保健師さんが一生懸命やっていただいております。私の事業所も、

実は雄鹿原診療所の保健師さんが熱心に分煙、喫煙の取り組み指導に来られまして、５年前か

ら分煙をしております。これは当時は妊婦さんもおられましたし、胎児に対する影響も大きい

というようなこともしっかり説明されましたね。これはやっぱり事業主としては責任があると

判断されて分煙に決断されました。この保健師さんの取り組みはすごいと思いますね。   

それと、もう１点、私が前も言ったことがあるんですが、北広島町の商工会の砂原正則会長、

この方もたばこやめられて、喫煙の害をすごく認識されておられる方で、実は事業所において、

禁煙宣言をした従業員に、その禁煙宣言をしたときに５万円の特別賞与、１年間禁煙を貫いた

ときに、また５万円の特別賞与を与える。１０万円の報償を出して、従業員の健康を守るため
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に、そういう取り組みをされた方なんですよ。はっきりした人数聞いてないんですが、数名の

方が、それでやめたという報告をいただいております。こういった取り組みは、優良健康増進

事業所として、町としても表彰してあげられるぐらいな、私は何かあってもいいんじゃないか

と思いますよ。砂原会長も従業員の健康と、その家族の健康が一番気になるんだと、病気にな

ってもらったら、何もならんと、そういう思いを切実に言われてました。そういったことを含

めて、たばこはいつやめても遅くないということでございますので、しっかり保健対策の一環

として取り組みをしていただくことを要望して、次の質問に移らせていただきます。質問の２

点目です。町営・町有住宅の維持管理と今後の住宅計画を問うものでございます。本町の町

営・町有住宅は、旧町から引き継ぐものがほとんどで、老朽化も著しくなっております。木造

住宅の耐用年数を過ぎたものもあり、今後の対策として、平成２０年に策定された住宅基本計

画と、平成２４年に策定された長寿命化計画が今後も有効に活用されるのか、問題点を洗い直

して、最善の対策をとることが必要と考えます。ここで１カ所訂正をお願いいたします。１番

の老朽著しい千代田住宅の有田住宅というのはございません。十日市住宅でございます。この

十日市住宅の入居されていない住宅の解体撤去と、現在の入居者に代替で退去を求める考えは

ありませんか。お聞きいたします。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 十日市住宅について建設課からお答え申し上げます。十日市住宅は、昭

和３０年に築造されております。先ほど議員からご案内のありました町営住宅ストック総合計

画、長寿命化計画におきましては、用途廃止の判定という結果となっております。もともとこ

この住宅には６棟ございまして、合併前に２棟取り壊しております。残りの４棟につきまして

は、うち３棟が現在入居ということをされております。１棟につきましては、平成２７年の３

月に退去されまして、それ以来募集は現在はしておりません。代替で退去を進める考え方とい

うことはないのかということでございますが、入居されている方が高齢であるということと、

家賃がかなり安いということがあります。移転後ということもありますが、移転後の負担を考

えますと、なかなかすぐに動いてくれということは、ちょっと難しい状況にあります。撤去に

つきましても用途廃止という判定結果を受けておりますので、今後、撤去に向けては進めたい

とは思っておりますが、状況が許す限りにおいては、まとめて撤去をしていきたいと今考えて

おります。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 昭和３０年ごろに建てられた大変古い木造住宅で、住んでる人がよく管理

されてますね、これ。私も見させてもらったんですが、とてもとても６０年もたったような建

物が今も住まれていると。ただ、住まれてない家というのは、もうどんどんどんどん老朽化し

て、いつ、どこが吹き飛んだり、壊れたりするかわからない状況で、大変危険な状況になりま

す。そこは、やはり管理をどうやっていくかということ、維持していくかというのに、放っと

いて、何かこの間のような大風吹いて、屋根が飛んで車に当たったとか、そんなことになった

ら、また損害賠償という世界、そういったとこもあるんで、管理のほうはしっかりと、いつ全

部の撤去になるかわからないと思うんですよ。このままだと。このもし最終的に撤去された後

の、あそこだけですか。町有地と見られるところは。あの町有地の活用方法というのは、どの

ように考えておられるのか。お聞きします。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 
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○建設課長（砂田寿紀） 撤去後の活用ということでございますが、現在、ストック計画と長寿命

化計画、平成２４年から１０年間の計画で、今、長寿命化計画としては、トイレの改造であり

ますとかをやっております。ちょうど今年度が５年目ということで、ちょうど折り返しの時期

となっておりますので、これまでの成果でありますとか、検証いたしまして、今後どのような

予定にしていくかというところ、今年度見直しをする計画としております。当然、今の跡地に

つきましては、町内でも立地条件は非常にいいと考えておりますので、有効利用を最大限の視

点としました検討をしてまいりたいと思っております。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） わかりました。この後言うんですが、千代田地域の町営住宅、町有住宅、

ほとんどがこれ借地なんですね。公的な建物のほとんどがこの千代田地域、皆借地という、一

種変わった地域であるんですが、住宅の借地料が５００万近いというのも伺いましたが、これ

では、入居料と維持補修をしていったら合わんのじゃないかという気もするんですが、その辺

とあわせて、今後の対策というのはどういうふうに見られているのか。もうこのまま借地の上

に、また古くなったら建て直すとか、そういったところをどういうふうに考えておられるのか、

お聞きします。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 千代田地域の町営住宅、現在９つの団地を所有しております。そのうち、

借地をしておりますのが７団地、あとの２団地が先ほどの十日市住宅と、もう１つ、町営住宅

が町の土地になっております。その借地の面積が全体で１万５３９０平方メートルということ

であります。平成２６年度の決算では、千代田地域の借地料が約３６０万円ほどということで

なっております。ただ、買収という考え方もあろうかと思いますが、これちょっと試算をして

みますと、近傍の土地売買の実績から大体推測していきますと、大体買い取りに３億８００万

ぐらいはかかるのかなと思っております。いろいろ財源として検討しておりますが、起債とか

民間の借り入れは、既に住宅が建っておるということで非常に困難であるということでござい

ます。借り入れには３億８００万ぐらいの試算になるんかなと思っておりますが、建物の償却

が大体２５年から鉄筋コンクリートづくりで４０年から５０年というところなんですが、それ

に対しまして、土地の減価償却だけでも今の借地料からいいますと、約８５年分ぐらいかかる

ということで、それに利子等を含めますと、もっと、大方１００年ぐらい分の借地料になるの

かなというふうに推測をしております。これらを考慮しますと、先ほど言いましたように、今

年度、今のストックと長寿命化計画を見直す中でも当然検討してまいらないけないんですが、

たちまちのところは、現在の借地のままの運用ということで、今考えております。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 町営住宅の必要性というのは当然ありますし、安い町営の住宅が要るとい

うのもよくわかります。千代田については、民間の住宅の建設が物すごくウエート高いですわ

ね。どっちかいうと、住宅対策は、もう民間に任せるというような答弁もあったわけです。で

すから、もう古くなって、もうここ必要ないんじゃないかというところは、もう返してもいい

と思うんですよ。そこに必要性があれば、新たにまた建築というのを考える必要があるかもし

れませんが、もうこれだけ民間住宅が普及しとれば、よほどのことがなければ、要らないと思

ったところはもうつくらない。借地料がもったいないという考えも私はしかりだと思います。   

次に、これは大朝地域なんですが、新庄伊関団地の販売促進計画と今後の見通しについてお伺
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いをいたします。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 新庄の団地でございますけども、現在の販売状況ですが、８区画ござい

ますけども、現在２区画が成約となっております。また３区画、これが現在、今年度中の成約

に向けてお話をさせていただいている状況でございます。今後ですけども、今８区画中５区画

の成約が見込まれておりますので、引き続き、ホームページ等で周知をしながら販売を進めて

いきたいと思っております。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 私もちょっと、伊藤議員も心配しておられたんですが、みんな、ほんまに

売れるんかいのうと、あの土地が。若い人が買って、それから自分の力で我が家を建てるとい

うのは非常な馬力が要りますからね。今、２区画がもう建ってるんですか。１戸しか見てない

ですね。あとの３区画、計５区画が販売予定と理解していいんですね。その内訳というのは、

町外から来られた方なんですか。それとも町内の方が定住されるのか、どういう方なんでしょ

うか。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 今、２区画が成約と申し上げましたけども、そのうち１件につきまして

は、Ｕターンの方でございます。１件は町内の方であります。３区画、今進行中でございます

けども、この方は町内の方でございます。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） Ｕターンの方が５区画のうち１戸しかないわけですね。町内の方が家を建

てて、そこに住むというのも全然悪いとは思いません。恐らく同じ家の中で住むことができな

かった夫婦が、どこかを探したら、ちょうどいいのがあったというので、ここの物件を当たら

れたんだと思うので、全然悪くはないと思います。ただ、あとの３区画をこのまま順調に売れ

るかどうかというのは、まだ疑問があるんですが、しっかり町外にアピールしてほしい。やは

り人口増やすためには、町外の若者が入ってきてほしいという思いでございます。それでした

ら、次の分は外させていただいて、犬追原団地のことについてお聞きをいたします。犬追原団

地も結構老朽化をしているんですが、このままの状況をどうしていくのか、このまま放置する

のか、それとも修繕を行う考えがあるのか、そういった点をお聞きします。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 犬追原団地でございますが、現在は戸別改善ということで、長寿命化を

図っております。４２戸ありまして、現在３２戸入居されておるような状況でございますが、

今、入られていないお部屋につきましては、かなり傷みが激しいと。その原因が内部の湿気が

非常に激しいということで、修繕にも多額の費用がかかったり、それから長屋の方式になって

て、２軒から３軒つながっているわけですが、一つの部屋ずつはなかなか難しいというのと効

果がないということがありまして、現在のところ、修繕の計画がなかなか立てられないような

状況にあります。ただ、いずれにしましても、先ほど来から説明をさせていただいております

長寿命化計画の中で、今年度折り返しになりますので、建てかえも含めた形で、修繕もしなが

ら、今のところを存続していくというような方向で検討進めてまいりたいと思っております。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 産業建設常任委員会で視察させていただいたときに見たんですが、もう住
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んでないとこは周辺まで草がぼうぼうになって、もう見ちゃおれんような状況になってきてい

るわけです。やはりこれはもう早目に解体して、誰でも入れるというんじゃなくて、若者が入

れるような住宅建設をしていってもらいたいという熱い思いがあります。これは多分、大朝の

議員の皆さんも同じだと思うんです。何とか、住みたいのに入れないという声も前聞いたこと

もあるんですよ。空いてるのに入れんと、それは状況が、もう入れる状況でないから入れない

というのもあるんですが、もうそういった住宅は早く解体して、若い人が住まれる、若者向き

の住宅、これをぜひとも犬追原団地につくっていただきたい。会社もある、あの周りには。そ

ういったところで、通勤にも、大朝のインターすぐ近いわけですから、何とかそういった取り

組みを考えていってもらいたいんですが、答弁があれば。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 改築と、それから建てかえということで検討する中では、このまま町営

住宅として運用していくのか、それとも建てかえて町有住宅として、ある程度立派なものを建

てていくか、もしくは若者向きの住宅にするかというところは検討させていただきたいと思い

ます。ただ、その町営住宅、町有住宅、それぞれ根拠とする法律が違いますので、やはりそこ

は家賃にはね返ってくるということがございます。ということで、そうした場合の家賃との整

合もとりながら、市場のニーズとミスマッチしてはいけないので、そのあたりも考えながら、

できるだけ低家賃でいいものというような形で、検討は進めさせていただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 早急にそのプランを立てていただいて、希望が持てる犬追原団地の建設に

当たっていただきたいと、強く要望して、次の質問にいきたいと思います。芸北、豊平地域に

若者定住促進住宅が建設されて、あれから３年、４年が来るんですが、その後のこういった若

者定住促進の住宅建築を町長は、一応廃止を決定されたわけなんですが、この廃止、取りやめ

た理由のほうをもう一度説明いただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 若者定住促進住宅でございますけども、この住宅につきましては、若者

定住ということに対しまして効果のある施策であろうと思っております。しかしながら、この

住宅を整備するに当たりまして、一戸建てというふうな住宅ということで、かなりの建築費が

かかってまいります。また、維持管理ということでも町有の施設となりますので、それに対す

る後年度負担というものも大きくなっております。こうしたことから、定住に対する施策、有

効的で、かつ効率的な施策というものを考えていかなければならないというところの観点から、

この住宅建築につきましては、現在見合わせをしているというふうな状況でございます。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 私もう一つの資料で、ここ８年間の子供の出生の数を出させていただいた

んですが、とりわけ芸北地域、この８年間で１０人未満の出生が５年あります。これはどうい

うことを示すかというと、今後、小学校は５０人から６０人の規模、中学校は２０人から３０

人の規模の学校になってしまうんです。これは大変深刻な問題でありまして、これを解消する

最も有効な対策が芸北においては若者定住促進住宅のような若者が入ってくれる住宅を建てる

ことが一番有効なんです。実際に２棟建ったときでも１０組が応募してきたわけですから、あ

れから１棟、２棟建ってれば、そこにまた若者は入ってるわけですよ。５年前に私は常任委員

会で、長野県の下条村というところを視察させてもらったんですが、人口４０００人で、大体
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標高３００から８００、我が町と同じようなところの飯田市という通勤のところから車で大体

４０分から５０分かかる、産業はもう農林業、ほとんど主たる産業がない村ですが、ここが今、

日本で一番出生率が高い村になっている。これは若者定住促進住宅を建設し始めてからこうな

ったんですよ。私たちが行ったときには、まだ１０棟も建ってませんでしたけど、６５平米ぐ

らいな２ＬＤＫ、若者に向いた３階建てのアパートで、各階に４戸ぐらいあったです。そうい

ったアパートが今１０棟建って、まだ、待ち受けの人がおるという状況です。出生率が２．０

３の村になってます。これは私は、芸北はこれは無理かもしれません。でも豊平地域は、こう

いった可能性が高い地域だと思うんです。県営工業団地の跡地とか、今回売りに出された町有

地、何とかこういったところに、こういった集合で若者が住める住宅の構想をぜひとも練って

もらいたい。豊平地域もそんなに子供がいっぱい生まれている地域じゃありません。吉木に若

い人がいっぱい帰ってこられた明るいニュースもあります。ぜひとも、ここは芸北地域の若者

定住のあり方、豊平地域の住宅の建設のあり方、大朝も今言ったようなことなんですが、こう

いった全ての面で、ハード事業とソフト事業、これをひっくるめて定住対策していかないと、

ソフト事業だけでは、長い目で見んとなかなかそれは緊急な子供が増えるとか、若者が増える

ということは考えられないんですよ。その辺の町長の考えはどうなんでしょうか。長い目で見

てください、ソフト事業重要視でランニングしていくんですというのが、やはり今後も続けら

れるんでしょうか。答弁をいただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） ソフト事業とハード事業のバランスを考慮すべきだというご意見であります。

当然そういうことも考慮しなければならないと思っております。今年度、空き家対策も含めて、

お試し住宅というような形で、新たな取り組みも始めてまいりました。地域の皆さんと一緒に

なって、若い人を受け入れていこうという取り組みであります。集合住宅的なものも検討はこ

れからもずっとしていかないといけないというふうに思っておりますが、基本的には、地域に

ある空き家を有効活用するという部分を第一義として進めさせていただけたらというふうに思

っておるところであります。 

○議長（加計雅章） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 時間がなくなったんですが、午前中、同僚議員が公共事業の削減が厳しい

という話も出ました。アベノミクスが緩やかな景気回復を伝えているとはいえ、この町は、と

てもとてもまだそんな実感は湧いておりません。住宅建築というのはいろんな職種があって、

景気回復には一番即効的な役割を果たす面も持ってます。こういった面も考えながら、やはり

この町の景気を回復するということも頭の中に入れていただいて、若者定住、過疎債とか特例

の延長のこういう有利な起債を今しか使うときはないんですよ。なくなってから使うというこ

とは、あのときやっとけばよかったなということになる。ぜひそういった面も含めて、若者定

住、こういう深刻な状況にある芸北、豊平と一緒に考えていただきたいということを切に要望

して、私の質問は終わらせていただきます。最後は聞けませんでしたので、次回に回させてい

ただきます。これで質問を終わります。 

○議長（加計雅章） これで宮本議員の質問を終わります。お諮りします。本日の会議はこの程度

にして、明日１５日に延会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。（異議なしの声

あり） 

○議長（加計雅章） ご異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会といたします。   
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なお、明日の会議は１０時より、本日に引き続き一般質問を行います。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ４時 ２５分  延 会 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 


